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四　

命
題
3
の
検
証
（
法
的
分
離
）

　

検
証
命
題
3
の
電
力
組
織
分
離
論）

（8
（

は
、
私
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
暖
め
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
り
な
が
ら
、
着
手
が
遅
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る）

（8
（

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
時
点
で
の
ご
く
ご
く
素
朴
な
感
想
め
い
た
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

（
一
）　

電
気
通
信
と
の
比
較

　

電
気
通
信
で
は
、
ま
ず
電
話
の
世
界
で
、
大
都
市
間
通
信
市
場
に
向
け
て
電
電
公
社
を
引
継
い
だ
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
対
抗
し
て
（
京
セ
ラ
、

ト
ヨ
タ
系
の
）
Ｄ
Ｄ
Ｉ
、（
国
鉄
系
の
）
日
本
テ
レ
コ
ム
、（
道
路
公
団
系
の
）
高
速
通
信
の
三
社
が
設
備
競
争
を
始
め
た
。
現
時
点
で

も
光
回
線
に
つ
き
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
西
の
ほ
か
、（
Ｋ
Ｄ
Ｄ
と
合
併
の
）
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
、
電
力
系
（
代
表
格
は
関
西
電
力
子
会
社
の
「
Ｋ
オ
プ

テ
ィ
コ
ム
」）、
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
に
、
ラ
ス
ト
・
ワ
ン
マ
イ
ル
を
も
含
め
た
設
備
競
争
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
設
備
競
争
に
加
え
て
、
そ

の
後
東
西
分
離
さ
れ
た
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
西
と
他
社
と
の
接
続
条
件
（
約
款
）
に
対
す
る
厳
し
い
監
督
・
規
制
が
働
い
た
（
電
気
通
信
事
業

法
三
〇
条
の
行
為
規
制
、
三
三
条
の
約
款
認
可
等
）
こ
と
も
あ
り
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
西
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
部
門
と
サ
ー
ビ
ス
部
門
と
の
分
離

の
意
見
が
他
社
か
ら
の
ぼ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
大
勢
を
占
め
な
か
っ
た）

（8
（

。
電
気
通
信

0

0

0

0

で
「
ア
ン
バ
ン
ド
ル
」
と
い
う
と
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

西
の
組
織
分
離
の
話
で
は
な
く
、
む
し
ろ
（
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
含
む
）
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
西
の
設
備
へ
の
接
続
に
際
し
て
、
他
社
が
Ｎ
Ｔ

　
（
三
）　
「
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
」
？

　
（
四
）　

真
の
「
電
力
な
い
し
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
シ
ス
テ
ム
改
革
」

六　

結
語

　
（
一
）　

本
稿
の
ね
ら
い

　
（
二
）　

命
題
の
検
証
結
果

　
（
三
）　

展
望

�

（
以
上
、
本
号
）
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Ｔ
東
西
の
設
備
へ
一
括
接
続
（
バ
ン
ド
ル
接
続
）
で
は
な
く
、
他
社
が
自
己
に
必
要
な
設
備
・
機
能
の
み
を
細
分
化
し
て
接
続
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
ア
ン
バ
ン
ド
ル
化
さ
れ
た
接
続

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
主
眼
で
あ
る）

（8
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
電
力
系
統
は
、
戦
前
の
配
電
レ
ベ
ル
で
の
「
三
電
競
争
」）

（（
（

が
象
徴
的
で
語
り
草
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
少
な
く
と

も
戦
後
の
電
力
再
編
成
以
降
の
基
幹
送
電
線
は
、
事
実
上
電
力
会
社
一
〇
社
と
電
源
開
発
株
式
会
社
に
限
定
さ
れ
、
ま
た
、
配
電
線

に
も
需
給
調
整
条
項）

（8
（

が
働
い
て
、
こ
れ
ま
た
設
備
競
争
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
接
続
設
備
・
部
品
（
パ
ー
ツ
）
の
技
術
革

新
が
著
し
く
他
社
も
自
身
で
安
価
な
代
替
品
を
調
達
で
き
る
電
気
通
信
の
接
続
の
よ
う
な
事
情
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
電
力
の
系
統
接

続
・
託
送
（
電
力
輸
送）

89
（

）
に
は
起
こ
っ
て
い
な
い
た
め
、
系
統
接
続
・
託
送
の
ア
ン
バ
ン
ド
ル
化
は
議
論
の
俎
上
に
は
の
ぼ
っ
て
こ

な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
電
力
で
ア
ン
バ
ン
ド
ル
と
い
え
ば
、
発
送
配
電
垂
直
統
合
電
力
会
社
の
会
計
・
機
能
・

組
織
等
の
分
離
論
に
集
約
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
）　

三
・
一
一
以
前

　

三
・
一
一
以
前
の
電
力
部
分
自
由
化
の
も
と
で
、
一
〇
電
力
会
社
の
送
電
部
門
に
他
部
門
こ
と
に
小
売
り
（
販
売
）
部
門
と
の
情

報
遮
断
、
内
部
相
互
補
助
の
禁
止
、
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
等
の
行
為
規
制
を
か
け
、
か
つ
中
立
的
な
送
配
電
等
支
援
機
関
、
具
体

的
に
は
電
力
系
統
利
用
協
議
会
（
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｊ
）
が
設
立
さ
れ
た）

89
（

。
前
半
の
行
為
規
制
は
、
ま
さ
し
く
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
西
及
び
大
手
携
帯
電

話
会
社
に
課
せ
ら
れ
た
「
内
外
無
差
別
」
の
接
続
を
保
障
す
る
た
め
の
行
為
規
制
の
焼
き
直
し
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
電
力
系
統
へ
の
接
続
・
託
送
を
求
め
る
参
入
者
か
ら
は
、
右
の
会
計
分
離
及
び
行
為
規
制
等
に
飽
き
た
ら
な
い
不
満

の
声
も
絶
え
な
か
っ
た
。
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（
三
）　

三
・
一
一
以
後
の
法
改
正

　

二
〇
一
三
年
四
月
二
日
閣
議
決
定
「
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革）

89
（

に
関
す
る
改
革
方
針
」
で
送
配
電
部
門
の
法
的
分
離
が
う
た
わ
れ
た）

89
（

。

同
年
の
電
気
事
業
法
改
正
（
平
成
二
五
法
七
四
）
附
則
に
は
、「
政
府
は
、
…
…
次
に
掲
げ
る
方
針
に
基
づ
き
、
段
階
的
に
電
気
事
業

に
係
る
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
し
て
、
小
売
全
面
自
由
化
と
送
配
電
業
務
の
中
立
性
確
保
措
置
の
両
者
に

つ
い
て
、
異
例
の
工
程
表
が
織
り
込
ま
れ
た
（
附
則
一
一
条
一
項
）。
送
配
電
業
務
に
つ
い
て
、「
業
務
運
営
に
お
け
る
中
立
性
（
送

配
電
業
務
に
つ
い
て
、
特
定
の
電
気
供
給
事
業
者
に
対
し
、
不
当
に
優
先
的
な
取
扱
い
を
し
、
若
し
く
は
不
利
益
を
与
え
、
又
は
不
当
に
不
利

な
取
扱
い
を
し
、
若
し
く
は
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
い
う
…
…
）
の
一
層
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
…
…
を
実
施
す
る

も
の
と
し
、
こ
の
た
め
必
要
な
法
律
案
を
平
成
二
十
七
年
に
開
会
さ
れ
る
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
す
る
こ

と
」（
同
項
二
号
）、「
中
立
性
確
保
措
置
を
法
的
分
離
（
同
一
の
者
が
、
送
配
電
業
務
及
び
電
気
の
小
売
業
の
い
ず
れ
も
営
み
、
又
は
送
配

電
業
務
及
び
電
気
の
卸
売
業
の
い
ず
れ
も
営
む
こ
と
を
禁
止
す
る
措
置
を
い
う
。
…
…
）
に
よ
っ
て
実
施
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
進
め

る
も
の
と
す
る
」（
同
条
二
項
本
文
）
と
さ
れ
た
。
留
保
事
項
と
し
て
、「
抜
本
的
な
改
革
の
各
段
階
に
お
い
て
、
当
該
改
革
を
行
う

に
当
た
っ
て
の
課
題
に
つ
い
て
十
分
な
検
証
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
当
該
課
題
克
服
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
つ
つ
、

当
該
改
革
を
行
う
こ
と
」（
同
条
一
項
三
号
）、「
た
だ
し
、
法
的
分
離
の
実
施
に
向
け
た
検
討
の
過
程
で
そ
の
実
施
を
困
難
に
す
る
新

た
な
課
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
中
立
性
確
保
措
置
を
機
能
分
離
（
送
配
電
等
業
務
に
係
る
機
能
の
一
部
を
推
進
機

関
が
担
う
こ
と
と
す
る
こ
と
を
い
う
）
に
よ
っ
て
実
施
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
」（
同
条
二
項
但
書
）
と
あ
る
。

　

二
〇
一
五
年
の
電
気
事
業
法
改
正
（
平
成
二
七
法
四
七
）
に
よ
り
、
一
般
送
配
電
事
業
者
の
小
売
電
気
事
業
・
発
電
事
業
の
兼
業

制
限
（
法
二
二
条
の
二
）、
役
員
の
兼
業
制
限
（
二
二
条
の
三
）
が
追
加
さ
れ
、
法
的
分
離
が
固
ま
っ
た
。
施
行
日
は
二
〇
二
〇
年
四

月
一
日
と
さ
れ
（
附
則
一
条
）、
検
証
条
項
も
定
め
ら
れ
て
い
る
（
附
則
七
四
条
）。
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（
四
）　

若
干
の
検
証
課
題

　

電
気
事
業
法
に
よ
る
送
配
電
部
門
の
法
的
分
離
は
未
施
行
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
果
た
し
て
法
的
分
離
と
い
う
組
織
分
離
が
必
然

的
結
果
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
へ
の
若
干
の
疑
問
を
投
げ
か
け
る
に
と
ど
め
、
本
格
的
検
討
・
検
証
は
後
日
を
期
し
た
い
。

イ　

内
外
非
差
別
的
接
続
の
実
現

　

電
力
会
社
の
送
配
電
線
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
、
社
内
向
け
で
あ
れ
第
三
者
向
け
で
あ
れ
、
内
外
無
差
別
平
等
に
行
わ

れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
電
気
通
信
に
お
け
る
よ
う
に
、
会
計
分
離
、
情
報
遮
断
等
の
行
為
規
制
等
で
ま
か
な
え
る
は
ず
で
あ
る
。
果

た
し
て
社
内
部
門
化
、
社
内
カ
ン
パ
ニ
ー
制
（
社
内
分
社
化
）
で
は
な
く
、
明
確
な
発
電
・
小
売
禁
止
の
分
社
化
を
求
め
る
必
要
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

過
去
の
審
議
会
資
料
等
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る
『
中
立
性
』
に
関
す
る
新
規
参
入
者
側
の
不
満
は
、
電
力
会
社
の
経
営
形
態
の
根

幹
に
か
か
わ
る
大
事
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
独
禁
法
、
適
正
取
引
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
適
用
し
て
、
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム

（
Ａ
Ｄ
Ｒ

0

0

0

）
や
裁
判
所
で
解
決
が
可
能
な
案
件

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
気
が
す
る
。

　

も
っ
と
も
か
つ
て
電
力
系
統
利
用
協
議
会
（
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｊ
）
の
ル
ー
ル
策
定
委
員
会
で
（
電
力
会
社
間
を
む
す
ぶ
）
広
域
連
系
線
の

「
空あ

き

容
量
」
問
題
を
議
論
し
た
時
の
電
力
側
委
員
の
い
さ
さ
か
か
た
く
な
に
す
ら
思
え
る
反
応
が
私
の
記
憶
に
あ
る
（
委
員
を
門
下
生

に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
た
め
、
最
終
決
着
の
内
容
は
不
知
）。
仮
に
接
続
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
い
さ
さ
か
柔
軟
性
を
欠
い
た
対
応
が

み
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
組
織
の
体
質
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

ロ　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
の
促
進

　

電
力
会
社
の
送
配
電
線
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
ア
ク
セ
ス
問
題
で
、
こ
と
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
者
の
不
満
が
高
い
よ
う
で
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あ
る
。

　

こ
こ
で
は
詳
論
で
き
な
い
が
、
近
時
急
に
模
範
と
さ
れ
る
（
西
）
ド
イ
ツ
の
過
去
を
振
り
返
る
と
、
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
第

三
者
ア
ク
セ
ス
は
、
Ｒ
Ｔ
Ｐ
Ａ
（Regulated�T

hird�Party�A
ccess

）・
規
制
に
よ
る
第
三
者
ア
ク
セ
ス
で
は
な
く
、
Ｎ
Ｔ
Ｐ
Ａ

（N
egotiated�T

hird�Party�A
ccess

）・
業
界
団
体
間
の
合
意
に
よ
る
第
三
者
ア
ク
セ
ス
で
あ
り
、
英
国
（
正
確
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
）
を
模
範
と
す
る
Ｅ
Ｃ
（
当
時
）
主
要
国
の
な
か
で
は
、
国
有
企
業
体
制
の
フ
ラ
ン
ス
と
並
ん
で
自
由
化
の
遅
れ
た

国
で
あ
っ
た
。

　
（
西
）
ド
イ
ツ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
策
は
、
古
く
は
米
国
連
邦
公
益
事
業
規
制
政
策
法
二
一
〇
条
が
電
力
会
社
へ
の

コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
力
の
購
入
を
義
務
付
け
た）

88
（

影
響
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
て
い
な

い
が
、
業
界
団
体
間
の
協
定
で
の
買
上
げ
方
式
が
は
じ
ま
っ
た）

88
（

。
そ
の
後
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
等
も
契
機
と
な
っ
て
、
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
（
Ｅ
Ｅ
Ｇ
）
が
市
民
権
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
国
内
及
び
欧
州
大
の
会
議
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
耳
に
し
た
印
象
の
限
り
で
恐
縮
な
が
ら
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
を
め

ぐ
り
、
誰
が
（
小
売
事
業
者
？　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
？
）
幾
ら
で
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
）
購
入
す
る
か
が
最
大
関
心
で
あ
り
、
送
配
電
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
う
ま
く
い
っ
て
い
た
の
か
は
話
題
に
の
ぼ
ら
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
北
ド
イ
ツ
の
大
量
の
風
力
発
電

の
電
気
を
下
流
各
国
で
ど
う
制
御
す
る
か
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
の
調
整
力
の
た
め
の
国
内
の
火
力
発
電
を
経
済
的
に
維
持

で
き
る
か
と
い
っ
た
こ
と
が
、
話
題
の
中
心
で
あ
っ
た
。

　

最
初
に
送
電
部
門
を
手
放
し
た
ド
イ
ツ
の
大
手
電
力
会
社
は
、
発
電
に
お
け
る
独
占
力
の
行
使
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
の
競
争
当
局
か
ら

攻
め
ら
れ
た
あ
げ
く
の
判
断
で
あ
っ
た
。
ど
の
経
営
資
源
を
守
り
育
て
る
か
と
い
う
自
社
の
経
営
判
断
と
し
て
送
電
部
門
を
手
放
す

他
社
も
で
て
き
た
。
時
系
列
的
に
み
て
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
普
及
は
、（
法
的
分
離
に
せ
よ
所
有
分
離
に
せ

よ
）
送
電
部
門
の
分
離
と
の
直
接
の
因
果
関
係
は
薄
く
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
送
電
部
門
分
離
と
連
動
し
な
い
で
実
績
を
積
み
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重
ね
て
き
た
可
能
性
が
大
の
よ
う
に
思
え
る
。
他
国
の
例
に
引
き
ず
ら
れ
る
必
要
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
を
引
き
合
い
に

だ
し
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
普
及
に
と
っ
て
送
電
部
門
分
離
が
不
可
欠
で
あ
る
か
の
よ
う
な
議
論
は
、
そ
の
正
当
性
を
疑
っ
て

か
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
送
電
部
門
を
分
離
し
な
く
と
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
行
為
規
制
等
で

0

0

0

0

0

0

ま
か
な
え
ば
足
り
る

0

0

0

の
で
は
な
い
か

と
の
疑
問
が
残
る）

88
（

。

　

も
っ
と
も
、
新
規
の
風
力
発
電
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
っ
て
、
立
地
地
点
の
連
系
線
接
続
や
送
電
の
交
渉
が
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と

を
送
電
分
離
の
根
拠
に
す
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
「
コ
ネ
ク
ト
・
ア
ン
ド
・
マ
ネ
ー
ジ
」
等
の
工
夫
を
こ
ら
し
て
み
て

も
、
既
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
容
量
に
限
界
が
あ
る
と
き
の
争
点
は
、
送
電
部
門
の
分
離
論
と
は
異
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
第
一
に
単
な
る
「
運
用
」
の
域
を
超
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
の
問
題
で
あ
り
、
第
二
に
（
検
証
命
題
6
及
び
8
に
挙
げ
た
）
電

力
シ
ス
テ
ム
内
で
処
理
し
な
い
途
で
あ
る
パ
ワ
ー
・
ト
ゥ
・
ガ
ス
（Pow

er�to�Gas

）
等
の
別
解
で
あ
る
。

ハ　

要
・
検
証
事
項
1　

東
京
電
力
の
先
例

　

法
的
分
離
を
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
原
発
事
故
の
賠
償
金
支
払
い
問
題
に
端
を
発
し
た
東
京
電
力
の
持
株
会
社
化
及
び
送
電
部
門

の
分
社
化
の
先
例
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
東
京
電
力
の
法
的
分
離
に
よ
っ
て
、
送
配
電
線
を
利
用
す
る
発
電
及
び
小

売
参
入
者
、
電
力
購
入
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
利
点
、
問
題
点
が
生
じ
た
か
、
ま
た
立
場
を
か
え
て
東
京
電
力
側
と
し
て
、
旧
送

電
部
門
時
代
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
利
点
、
問
題
点
が
生
じ
た
か
等
、
丹
念
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
誰
が
聞
き
取
り

を
す
る
か
工
夫
し
な
い
と
、
制
度
設
計
関
与
の
審
議
会
関
係
者
や
規
制
の
立
場
の
委
員
会
に
対
し
て
は
、
東
京
電
力
と
し
て
、
立
場

上
、
否
定
的
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
に
く
い
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
目
的
達
成
に
有
用
で
あ
っ
た
か
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
な

か
っ
た
か
、
先
行
し
て
法
的
に
分
離
し
た
東
京
電
力
の
評
価
こ
そ
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
先
決
問
題

0

0

0

0

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
官
民
学
と
も
に
、
こ
の
検

証
作
業
が
欠
落
し
て
は
い
な
い
か
。
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ニ　

要
・
検
証
事
項
2　

法
改
正
附
則
の
留
保
事
項

　

さ
ら
に
根
本
的
疑
問
は
、（
三
）
に
引
用
の
二
〇
一
三
年
法
改
正
に
あ
る
「
法
的
分
離
」
へ
の
留
保
事
項
と
し
て
、「
実
施
を
困
難

に
す
る
新
た
な
課
題
が
生
じ
た
場
合
」）

88
（

と
い
い
つ
つ
、
そ
の
場
合
の
解
決
方
法
・
選
択
肢
と
し
て
、
国
の
用
語
法
で
い
う
「
機
能
分

離
」、
具
体
的
に
は
括
弧
書
か
ら
み
る
と
、
法
的
分
離
と
同
様
に
所
有
権
は
電
力
会
社
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
が
、
系
統
の
運
用
は

電
力
会
社
で
は
な
く
独
立
第
三
者
た
る
「
推
進
機
関
」
に
一
本
化
（
？
）
す
る
と
い
う
も
の
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は
実
施
に
は

準
備
時
間
が
か
か
る
と
は
い
え
、
約
七
年
後
の
話
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
的
分
離
の
代
替
案
と
し
て
唯
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
米
国
の
Ｉ
Ｓ
Ｏ

0

0

0

0

0

0

（Independent�System
�O

perator

）
型
に
決
め
て
か
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。

　

本
来
な
ら
ば
、
仮
に
法
的
分
離
実
施
過
程
で
問
題
が
生
じ
れ
ば
、
組
織
分
離
そ
の
も
の
を
い
っ
た
ん
ご
破
算
に
し
て
、
会
計
分

離
・
行
為
規
制
の
さ
ら
な
る
強
化
・
工
夫
を
は
か
る
と
い
っ
た
選
択
肢
も
、
論
理
的
に
は
存
在
し
得
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
右

規
定
は
、「
国
と
し
て
は
審
議
会
で
十
分
審
議
を
尽
く
し
、
パ
ブ
コ
メ
を
と
っ
た
う
え
で
、
中
立
性
確
保
の
方
向
性
と
結
論
と
を
打

ち
出
し
た
の
で
、
断
固
大
枠
を
変
更
す
る
気
は
な
い
」
と
で
も
い
う
よ
う
に
私
に
は
映
る
。

　

右
は
、
法
形
式
上
は
、
国
会
（
＝
国
民
の
代
表
）
が
、
よ
り
に
よ
っ
て
目
立
た
な
い
よ
う
に
改
正
0

0

「
附
則
0

0

」
の
中
0

0

に
、「
複
線
的
思

考
」
で
は
な
く
「
単
線
的
思
考
」、「
唯
一
無
二
」「
絶
対
的
無
誤
謬
」
の
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
し
の
び
こ
ま
せ
、
政
府
に
命
じ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
国
会
（
＝
国
民
の
代
表
）
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
の
閣
議
決
定
時
に
「
時
計
の
針
を
逆
に
ま
わ

す
」
こ
と
を
絶
対
に
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
で
は
、
電
力
自
由
化
後
進
国
で
あ
る
わ
が
国
の
利
点
を
生
か
す
意
味
で
、
じ
っ
く
り
「
時
間
」
を
か
け
試
行
し
つ
つ
「
段
階

的
」
に
物
事
を
進
め
、
思
考
に
も
「
冷
却
期
間
」
を
置
く
と
い
う
大
人
の
知
恵
は
み
ら
れ
な
い
。
余
り
に
固
定
的
な
結
論
を
、
今
か

ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
五
年
前
に
、
急
ぎ
出
し
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
も
「
あ
と
の
祭
り
」
で
あ
る
。
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電源確保 ネットワーク開放 小売供給

1995（平成 7）年
法 75

◇�一般電気事業者の
新規電源入札＝卸
供給事業

◇�卸託送＝振替供給
　［託送料届出］

◇特定の供給地点
　＝特定電気事業

1999（平成 11）
法 50

◇�振替供給＋接続供
給

　［託送料届出］

◇部分自由化
　�＝特定規模電気事

業
　（範囲は省令事項）

2003（平成 15）
法 92

◆電力取引所開設
　（→◆ �200 3 JEPX

設立
� �2005 年運用

開始）

◇託送供給に一本化
　［託送料届出］
◇�託送部門と他部門

の情報遮断・差別
的取扱禁止・会計
分離

◇�送配電等業務支援
機関

　（→◆ ESCJ）

◆自由化範囲拡大
　（省令事項）

2013（平成 25）
法 74

◇�広域的運営推進機
関

　（→◆ OCCTO）

2014（平成 26）
法 72

◇発電ライセンス制
　（届出制）

◇�送配電ライセンス
制

　一般：　許可制
　［託送料金・認可］
　特定：　届出制
　�（施行時期は省令事

項）

◇�小売供給ライセン
ス制（登録）

◇小売全面自由化へ
　�（ 施 行 日 は 政 令

→ 2016 年）
◇�過渡的に九電力の

供給義務・規制料
金メニューを存置

2015（平成 27）
法 47

◇電力量調整供給
　（ネガワット）

◇�送配電の発電・小
売兼業禁止

　�（＝法的分離）附則
1 条→ 2020 年施行

◇�供給義務・規制料
金を大臣指定区域
に限定（＝小売料
金規制撤廃への道
筋）

表　電気事業法改正

［凡例］　◇：法律事項　　◆：非・法律事項
Ⓒ Copyright�by�Junichiro�Fujiwara,�2018　All�Rights�Reserved
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ホ　

要
・
検
証
事
項
3　

隠
さ
れ
た
副
作
用

　

二
〇
一
四
年
電
気
事
業
法
改
正
（
平
成
二
六
法
七
二
）
に
よ
り
発
送
配
電
・
小
売
を
垂
直
統
合
し
て
き
た
「
一
般
電
気
事
業
者
」

は
、
参
入
者
と
同
様
に
、
発
電
、
送
配
電
、
小
売
供
給
に
区
分
し
た
許
可
（
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
セ
ン
ス
）
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

翌
二
〇
一
五
年
の
法
改
正
で
、
既
述
の
よ
う
に
電
力
十
社
の
送
配
電
部
門
は
発
電
・
小
売
を
兼
業
で
き
な
く
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

送
配
電
の
分
社
化
の
道
筋
が
で
き
あ
が
っ
た
（
表
参
照
）。

　

右
の
一
連
の
法
改
正
は
、
送
配
電
の
中
立
性
確
保
が
主
眼
と
い
う
が
、
副
作
用
と
し
て
「
角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
こ
と
に
な
ら

な
い
か
ど
う
か
が
次
の
論
点
で
あ
る
。
持
株
会
社
傘
下
な
り
全
体
が
グ
ル
ー
プ
会
社
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
今
後
Ｍ
＆
Ａ
に
よ

り
こ
の
連
携
が
崩
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
発
電
会
社
は
発
電
で
、
小
売
会
社
は
小
売
供
給
で
稼
が
ね
ば
な
ら
な

い
。
と
な
る
と
、
独
禁
法
等
の
法
令
違
反
に
な
ら
な
い
限
り
で
最
大
限
の
利
潤
確
保
と
い
う
「
資
本
の
論
理
」
と
し
て
は
、
垂
直
統

合
下
で
は
起
こ
り
得
な
か
っ
た
相
互
矛
盾
に
と
ど
ま
れ
ば
ま
だ
し
も
、
電
力
シ
ス
テ
ム
の
危
機
を
招
来
す
る
事
態
も
起
こ
り
か
ね
な

い
の
で
は
な
い
か）

8（
（

。
さ
ら
に
発
送
配
電
・
小
売
垂
直
統
合
時
代
と
は
異
な
り
、
別
会
社
化
に
よ
り
設
備
投
資
判
断

0

0

0

0

が
各
部
門
ご
と
に

分
断
0

0

さ
れ
る
た
め
、
こ
の
接
合
・
統
合
を
完
全
に
市
場
に
委
ね
る
（
高
々
価
格
シ
グ
ナ
ル
に
よ
る
）
の
か
、
行
政
・
取
引
市
場
・
広
域

的
運
営
推
進
機
関
等
の
介
入
に
よ
る
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
垂
直
統
合
シ
ス
テ
ム
に
比
べ
て
確
実
さ
は
劣
り
、
手
続
き
の
繁
雑
さ
の

み
残
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

ま
さ
し
く
こ
れ
ら
の
こ
と
こ
そ
が
、
松
永
イ
ズ
ム
の
も
と
「
安
定
供
給
」
達
成
を
至
上
命
令
に

し
て
き
た
十
電
力
体
制
と
の
最
大
の
違
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
84
）　

藤
原
淳
一
郎
「
し
の
び
よ
る
所
有
分
離
（
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
・
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
）
―
欧
州
に
お
け
る
電
力
・
ガ
ス
の
新
た
な
火

種
」『
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｃ
Ｏ
』
二
〇
〇
六
年
一
一
月
号
二
三
頁
、
藤
原
・
前
掲
註
（
2
）・
八
五
―
八
六
頁
参
照
。
欧
州
に
お
け
る
前
段
階
の
ア
ン

バ
ン
ド
リ
ン
グ
論
に
つ
い
て
、
同
「
Ｅ
Ｃ
電
気
市
場
統
合
論
序
説
」
法
学
政
治
学
論
究
九
号
（
一
九
九
一
）、
同
「
Ｅ
Ｃ
電
気
市
場
統
合
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へ
の
一
考
察
」
同
誌
一
四
号
（
一
九
九
二
）
が
あ
る
。
様
々
な
「
分
離
」
概
念
を
交
通
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
舟
田
正
之
編
『
電
力
改

革
と
独
占
禁
止
法
・
競
争
政
策
』
五
三
頁
以
下
（
舟
田
・
執
筆
。
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
）
も
あ
る
。

（
85
）　

欧
州
調
査
出
張
中
、
ボ
ン
大
学�Schm

idt-Preuß

教
授
に
最
後
に
会
っ
た
二
〇
一
二
年
秋
の
こ
と
だ
が
、「
法
律
論
だ
け
で
な
く
経

済
学
等
と
も
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
し
つ
つ
電
力
・
ガ
ス
・
通
信
（
当
面
は
電
力
）
等
の
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
論
を
ま
と
め
た
い
」
と
論
文

構
想
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、
彼
は
大
い
に
関
心
を
示
し
「
是
非
と
も
完
成
し
て
欲
し
い
。
な
ん
な
ら
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
と
話
を
つ
け
る
か
ら
、

せ
め
て
三
か
月
で
も
ド
イ
ツ
で
研
究
し
な
い
か
」
と
誘
っ
て
く
れ
た
。
古
稀
前
の
海
外
生
活
は
厳
し
い
と
、
辞
退
し
た
経
緯
が
あ
る
。

（
86
）　

私
は
、
一
九
九
八
年
五
月
に
舟
田
正
之
教
授
か
ら
郵
政
省
接
続
小
委
員
会
専
門
委
員
を
引
継
ぎ
、
二
〇
一
五
年
一
月
ま
で
の
約
一
七

年
間
、（
現
在
の
）
接
続
委
員
会
及
び
接
続
政
策
委
員
会
の
専
門
委
員
（
あ
わ
せ
て
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
及
び
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
サ
ー
ビ
ス
政
策
委
員
会
の
専
門
委
員
）
を
つ
と
め
た
。

（
87
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
2
）・
九
七
頁
註
六
九
参
照
。

（
88
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
四
〇
頁
（
初
出
・
一
九
九
〇
）。

（
89
）　

旧
電
気
事
業
法
は
、
一
般
電
気
事
業
の
許
可
基
準
と
し
て
「
そ
の
電
気
事
業
の
開
始
が
一
般
の
需
要
、
…
…
に
適
合
す
る
こ
と
」

（
五
条
一
号
）、「
そ
の
事
業
の
開
始
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
供
給
区
域
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
一
般
電
気
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気

工
作
物
が
著
し
く
過
剰
に
な
ら
な
い
こ
と
」（
同
条
五
号
）
と
い
う
需
給
調
整
条
項
を
お
い
て
い
た
。
藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
二
八
九
―

二
九
一
頁
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
公
益
事
業
部
編
『
一
九
九
五
年
度
電
気
事
業
法
の
解
説
』
八
六
―
八
八
頁
（
通
商
産
業
調
査
会
、
一
九

九
五
）
参
照
。
右
条
項
は
、
現
在
「
一
般
送
配
電
事
業
」
の
許
可
基
準
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
電
気
事
業
法
五
条
一
、
五
号
）。

（
90
）　

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
自
己
託
送
（Self�W

heeling

）、
電
力
会
社
を
ま
た
ぐ
通
過
託
送
（T

hrough�W
heeling

）
を
含

め
た
「
託
送
（W

heeling;�D
urchleitung

）」
は
、
Ａ
地
点
で
電
気
を
入
れ
（
系
統
接
続
）、
Ｂ
地
点
で
電
気
を
取
り
出
す
（
通
過
・
供

給
・
消
費
）
と
い
っ
て
も
、
電
気
は
高
圧
か
ら
低
圧
に
流
れ
る
だ
け
で
電
気
に
色
も
つ
い
て
い
な
い
の
で
、
物
理
的
な
意
味
で
の
輸
送
で

は
な
く
、
経
済
的
あ
る
い
は
法
的
に
輸
送
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。

（
91
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
一
六
六
頁
、
穴
山
悌
三
『
電
力
産
業
の
経
済
学
』
二
〇
六
―
二
〇
七
頁
（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
五
）。

（
92
）　

市
場
自
由
化
（m

arket�liberalisation

）、
規
制
緩
和
（deregulation
）、
規
制
改
革
（regulatory�reform

）
と
い
う
の
が
一

般
的
で
あ
り
、
工
学
系
文
献
は
と
も
か
く
制
度
改
革
の
文
脈
で
「
シ
ス
テ
ム
改
革
」
は
海
外
文
献
を
含
め
初
耳
で
あ
る
。
し
か
も
前
掲
註
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（
7
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
目
的
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
安
定
供
給
の
確
保
、
電
気
料
金
最
大
限
抑
制
、
需

要
家
の
選
択
肢
や
事
業
者
の
事
業
機
会
の
拡
大
の
三
点
（
閣
議
決
定
・
後
掲
註
（
93
）・
一
頁
）
の
う
ち
、
安
定
供
給
を
除
け
ば
、
三
・

一
一
以
前
か
ら
い
い
古
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

改
革
目
的
に
安
定
供
給
が
加
え
ら
れ
た
の
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
基
本
法
二
条
の
「
安
定
供
給
」
を
な
ぞ
っ
た
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、

三
・
一
一
直
後
の
電
力
不
足
の
苦
い
経
験
か
ら
発
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
前
の
電
力
九
社
の
自
己
完
結
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営

が
裏
目
に
で
た
も
の
で
、「
松
永
イ
ズ
ム
」
に
あ
る
「
広
域
融
通
」
の
精
神
に
よ
る
修
正
が
十
分
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
負
の
部
分

で
あ
る
。

（
93
）　

閣
議
決
定
・
三
、
五
頁
で
は
法
的
分
離
の
方
式
に
よ
る
「
送
電
部
門
の
中
立
性
の
一
層
の
確
保
に
係
る
制
度
」
が
、
改
革
第
三
段
階

（
二
〇
一
八
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
ま
で
）
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。http://w

w
w

.enecho.m
eti.go.jp/category/electricity_and_

gas/electric/system
_reform

002/pdf/20130515-2-2.pdf

（
94
）　

藤
原
淳
一
郎
「
公
益
事
業
規
制
政
策
法
と
合
衆
国
憲
法
第
十
修
正
」
法
学
研
究
五
九
巻
一
二
号
、
藤
原
・
前
掲
註
（
17
）
及
び
「
米

国
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
法
制
論
序
説
（
二
・
完
）」
同
誌
六
一
巻
一
一
号
三
五
頁
の
ほ
か
、
草
薙
真
一
『
米
国
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
の
研

究
―
経
済
規
制
と
環
境
規
制
の
法
と
政
策
』（
初
出
・
一
九
九
三
ほ
か
。
白
桃
書
房
、
二
〇
一
七
）
に
詳
し
い
。
そ
の
後
、
小
林
寛
「
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）」
法
学
研
究
九
〇
巻
一
〇
号
三
七
、
五
三
頁
等
が
あ
る
。

（
95
）　

藤
原
淳
一
郎
「
西
独
・
電
気
事
業
と
自
家
発
と
の
協
定
（
七
九
年
）」
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
九
八
五
年
八
月
号
四
〇
頁
、
藤

原
・
前
掲
註
（
24
）「
電
気
事
業
に
お
け
る
独
占
と
競
争
」・
一
一
一
頁
。

（
96
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
30
）・
三
一
頁
。

（
97
）　

学
会
報
告
当
日
、
電
力
中
央
研
究
所
矢
島
氏
か
ら
「
法
的
分
離
は
、
所
有
権
分
離
と
比
べ
、
範
囲
の
経
済
性
の
喪
失
が
少
な
い
と
考

え
ら
れ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ク
セ
ス
の
公
平
性
確
保
と
の
関
係
で
『golden�m

ean

』
と
の
有
力
見
解
が
あ
っ
た
」
が
「
実
態
は
、
法
的

分
離
に
関
す
る
規
制
事
項
遵
守
の
た
め
の
コ
ス
ト
が
膨
大
に
な
っ
て
い
る
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
同
感
で
あ
る
。
そ
う
い
え

ば
二
〇
一
一
年
秋
、
エ
ー
オ
ン
・
ル
ア
ガ
ス
の
貯
蔵
部
門
で
あ
る
エ
ー
オ
ン
・
ガ
ス
・
ス
ト
レ
ッ
ジ
（E.�on�Ga�Storage

）（
現
・

U
niper�Energy�Srorage

）
副
会
長
ゲ
ッ
ツ
ィ
ン
（Goetzin

）
博
士
（
そ
の
数
年
前
に
英
国
の
会
議
で
知
り
合
い
、
会
議
後
ド
イ
ツ

と
伝
え
る
と
「
是
非
立
ち
寄
れ
」
と
い
わ
れ
、
当
時
分
社
化
前
の
、
ル
ア
ガ
ス
本
社
内
ト
ン
ネ
ル
先
に
あ
っ
た
ル
ア
ガ
ス
貯
蔵
部
門
で
面
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会
）
を
訪
問
し
た
時
、「
法
的
分
離
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
移
転
し
た
ル
ア
ガ
ス
の
同
一
敷
地
内
の
建
物
群
で
あ
っ
て
も
、
各
社
間
の
出

入
に
は
、
厳
重
な
施
錠
・
チ
ェ
ッ
ク
が
あ
っ
て
驚
か
さ
れ
た
。
さ
ら
に
聞
き
間
違
い
で
な
け
れ
ば
、
各
社
間
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
共
有
を
許
さ
な
い
と
［
規
制
当
局
が
］
い
っ
て
き
た
と
の
ぼ
や
き
も
耳
に
し
た
。
反
面
、
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
方
式
の
社
員
食
堂
は
共

用
で
、
昼
食
時
に
一
九
八
七
年
以
来
旧
知
の
エ
ー
オ
ン
・
ガ
ス
（E.�on�Gas

）
フ
ォ
ン
・
ブ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
（von�Burchard

）
博
士

（
現
・
弁
護
士
）
と
三
名
で
食
事
を
と
も
に
し
た
の
で
あ
る
。
翌
二
〇
一
二
年
秋
、
ブ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
博
士
と
は
、
ケ
ル
ン
大
学
エ
ネ
ル

ギ
ー
法
研
究
所
年
次
大
会
で
再
会
し
て
い
る
。
両
氏
と
の
ク
リ
ス
マ
ス
カ
ー
ド
交
換
は
今
も
続
い
て
い
る
。

（
98
）　

学
会
報
告
当
日
、
大
阪
大
学
招
聘
教
授
の
西
村
陽
氏
か
ら
最
近
の
具
体
的
事
例
が
示
さ
れ
た
。
事
実
関
係
未
確
認
の
た
め
、「
個
人

的
に
は
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
に
は
反
対
で
あ
り
、
西
村
氏
の
挙
げ
た
事
例
は
、
垂
直
統
合
下
で
は
起
こ
り
得
な
い
事
象
で
あ
る
。
当
該
事

例
に
対
し
て
、
規
制
当
局
に
よ
る
新
た
な
規
制
が
加
わ
れ
ば
、『
規
制
が
規
制
を
生
む
』
と
い
う
『
負
の
連
鎖
』
に
な
る
。
こ
の
こ
と
だ

け
は
是
非
と
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
回
答
し
た
。
右
は
、
電
力
中
央
研
究
所
矢
島
氏
か
ら
の
質
問
「
1
ど
の
よ
う
な
ア
ン
バ
ン

ド
ル
（
し
な
い
場
合
を
含
め
て
）
が
望
ま
し
い
か
」
に
対
す
る
回
答
で
も
あ
る
。

　

長
山
浩
章
『
発
送
電
分
離
の
政
治
経
済
学
』
四
〇
六
頁
以
下
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
二
）
は
じ
め
発
送
電
分
離
論
は
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
が
、
南
部
鶴
彦
『
エ
ナ
ジ
ー
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
第
2
版
―
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
本
質
を
問
う
』
一
三
五
―
一
三
六
、
二
二

三
―
二
二
四
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
）
は
、
発
送
電
分
離
反
対
を
主
張
す
る
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。

五　

命
題
6
の
検
証
（
電
力
シ
ス
テ
ム
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
）

　

本
稿
二
（
六
）（
＝
学
会
予
稿
集
）
は
、
命
題
6
に
つ
い
て
少
し
だ
ら
だ
ら
述
べ
て
い
る
が
、
要
は
、「『
大
規
模
遠
隔
電
源
＋
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
含
む
分
散
型
電
源
』
と
い
う
現
行
の
電
力
シ
ス
テ
ム
を
、『
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
』
へ
と
脱
皮
が
必

要
で
は
な
い
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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（
一
）　

従
前
の
「
大
規
模
遠
隔
発
電
」
対
「
小
規
模
分
散
型
電
源
」

　

本
稿
二
（
六
）
に
掲
げ
た
一
九
八
〇
年
代
の
状
況
に
付
言
す
べ
き
「
今
は
昔
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
一
九
八
一
年
度
か
ら
数

年
間
、
通
商
産
業
省
工
業
技
術
院
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
計
画
推
進
本
部
か
ら
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
財
団
（
Ｎ
Ｅ
Ｆ
）
が
受
託
し
た
「
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
技
術
の
企
業
化
条
件
整
備
に
関
す
る
調
査
研
究
」
が
あ
る
。「
企
業
化
促
進
策
」
の
う
ち
「
政
策
対
応
」
の
草
稿
に
お
い
て
、

機
器
の
設
置
へ
の
補
助
や
余
剰
電
力
の
買
上
げ
等
、
頭
を
ひ
ね
っ
た
う
え
で
委
員
会
に
持
出
し
た
と
こ
ろ
、
電
力
側
委
員
か
ら
の
反

発
に
加
え
、
某
経
済
学
者
か
ら
「
個
人
の
資
産
形
成
に
公
的
助
成
（
補
助
金
）
は
あ
り
得
な
い
」
と
一
蹴
さ
れ
、
頭
を
抱
え
こ
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
太
陽
熱
（
温
水
器
）・
太
陽
光
（
パ
ネ
ル
）
に
つ
い
て
設
置
補
助
が
実
現
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る）

88
（

。

　

一
九
九
二
年
、
電
力
基
本
問
題
検
討
小
委
員
会
は
、
分
散
型
電
源
に
つ
い
て
の
「
電
力
会
社
が
（
引
取
り
な
い
し
）
買
取
り
」
か

「［
対
第
三
者
］
直
接
供
給
」
か
の
選
択
肢
の
う
ち
、
電
気
事
業
連
合
会
の
提
言
を
了
承
し
、
当
面
買
取
り
型
を
選
択
し
た
。
太
陽
光

発
電
に
つ
い
て
い
え
ば
、
販
売
電
力
料
金
相
当
額
で
の
買
取
り
は
、
国
際
的
に
み
て
も
画
期
的
で
あ
っ
た）

（11
（

。
当
時
の
担
当
課
長
は
閉

会
後
の
立
ち
話
で
、「［
直
接
供
給
を
お
預
け
に
し
た
の
で
］
ち
ゃ
ん
と
［
買
取
り
で
］
実
績
を
出
さ
な
い
と
藤
原
委
員
か
ら
お
叱
り
を

う
け
る
」
と
も
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
九
五
年
の
電
気
事
業
法
改
正
で
、
文
言
の
う
え
で
は
「
特
定
の
供
給
地
点
」（
旧
法
二
条
一
項
五
号
）
へ
の
供
給
だ
が
、
事
実

上
、
従
前
の
特
定
供
給
（
現
行
電
気
事
業
法
二
七
条
の
三
〇
）
を
面
的
に
拡
大
す
る
第
三
者
直
接
供
給
の
「
特
定
電
気
事
業
」
が
認
め

ら
れ
た）

（1（
（

。
一
九
八
五
年
来
、
指
導
を
あ
お
い
で
い
た
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
ル
ド
ル
フ
・
ル
ー
ケ
ス
（
故
人
。Rudolf�Lukes

）
教
授）

（10
（

に
右
の
「
特
定
電
気
事
業
」
概
念
の
説
明
を
し
た
ら
、
即
座
に
教
授
か
ら
、「
供
給
地
点
」
す
な
わ
ち
供
給
の
「
規
模
に
上
限
が
あ

る
か
ど
う
か
」
と
の
質
問
を
受
け
た
。
行
政
解
釈
で
は
、
特
定
電
気
事
業
は
「
広
域
的
な
需
要
に
応
じ
て
供
給
を
行
う
こ
と
は
で
き

な
い
も
の
の
、
限
定
さ
れ
た
供
給
地
点
に
お
け
る
需
要
に
対
し
て
で
あ
れ
ば
効
率
的
な
供
給
を
行
い
う
る
こ
と
を
前
提
」
と
し
て
い

る
と
あ
り
、「
限
定
さ
れ
た
供
給
地
点
」
の
規
模
は
必
ず
し
も
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
自
治
体
レ
ベ
ル
に
ま
で
拡
大
す
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る
と
、
こ
れ
が
右
に
い
う
「
広
域
的
」
な
の
か
は
不
詳
で
あ
る
。
も
っ
と
も
行
政
解
釈
で
は
、
特
定
電
気
事
業
に
は
「
自
ら
保
有
す

る
電
気
工
作
物
の
供
給
能
力
に
よ
り
そ
の
供
給
地
点
の
需
要
に
応
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
、「
供
給
能
力
」

に
つ
い
て
参
入
者
に
極
め
て
厳
し
く
ハ
ー
ド
ル
は
高
か
っ
た）

（10
（

た
め
、
教
授
の
質
問
は
、
実
務
上
は
具
体
的
争
点
と
し
て
浮
か
び
上
が

ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
二
）　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
若
干
の
論
点

　

本
稿
で
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
に
つ
い
て
深
く
言
及
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
な
い
。
命
題
に
関
連
す
る
限
り
で
若

干
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。

イ　

普
及
促
進
策

　

第
五
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
主
力
電
源
化
へ
の
布
石
を
打
つ
」
と
銘
打
っ
て
い
る）

（10
（

。
な
ら
ば

ど
の
よ
う
に
し
て
「
主
力
電
源
化
」
へ
の
道
を
歩
む
の
だ
ろ
う
か
？

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
が
、
原
発
や
火
力
発
電
に
比
べ
経
済
的
に
優
れ
て
い
れ
ば
、
あ
る
程
度
後
者
を
駆
逐
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
現
実
に
は
、
天
候
要
因
等
か
ら
く
る
安
定
性
や
絶
対
的
発
電
量
に
加
え
て
、
機
器
設
置
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
・
コ
ス
ト
高
、
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
等）

（10
（

の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。（
一
）
で
紹
介
し
た
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
計
画
推
進
本
部
か
ら
の
受
託
研
究
で
、
私
は
、
機
器
設

置
へ
の
補
助
・
助
成
の
ほ
か
、
一
九
七
八
年
米
国
連
邦
公
益
事
業
規
制
政
策
法
二
一
〇
条
に
ル
ー
ツ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
電
力

会
社
に
よ
る
（
な
る
べ
く
高
く
）
買
取
り
と
い
っ
た
幼
稚
産
業
育
成
策
以
外
の
策
を
思
い
付
か
な
か
っ
た
。
現
実
に
採
用
さ
れ
た
促

進
策
は
、
機
器
設
置
へ
の
補
助
・
助
成
の
ほ
か
に
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
試
み
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

わ
が
国
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
の
伸
び
は
、
原
発
や
火
力
発
電
と
の
価
格
競
争
に
あ
る
程
度
打
ち
勝
っ
た
結
果
で
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は
な
く
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
三
法
一
〇
八
）
に
よ
る
二
〇

一
二
（
平
成
二
四
）
年
以
降
の
固
定
価
格
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
）
で
の
買
取
り
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

同
法
は
買
取
り
価
格
を
、
米
国
連
邦
公
益
事
業
規
制
政
策
法
二
一
〇
条
の
よ
う
な
買
取
り
電
気
事
業
者
の
発
電
限
界
費
用

（m
arginal�cost

）
な
い
し
回
避
可
能
原
価
（avoided�or�avoidable�cost

）
で
は
な
く
、
発
電
す
る
者
の
投
資
回
収
が
可
能
な
基
準

に
設
定
し
た
た
め
で
あ
る）

（10
（

。
こ
の
ツ
ケ
が
た
ま
り
、
電
気
料
金
に
上
乗
せ
さ
れ
る
再
エ
ネ
発
電
賦
課
金）

（10
（

の
国
民
負
担
等
の
観
点）

（10
（

か
ら

制
度
見
直
し
が
始
ま
っ
た）

（10
（

。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
初
頭
に
私
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
普
及
策
の
域
を
出
て
い
な
い
。

　

太
陽
光
パ
ネ
ル
で
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
と
同
様
、
中
国
産
等
と
の
価
格
競
争
に
敗
退
し
て
国
産
メ
ー
カ
ー
は
ほ
ぼ
撤
退
し
た
が
、
価

格
は
遥
か
に
低
下
し
た
。
風
力
発
電
も
国
産
メ
ー
カ
ー
は
欧
州
勢
等
に
お
さ
れ
て
苦
境
に
あ
る
。
今
後
技
術
革
新
も
加
わ
り
、
初
期

投
資
が
さ
ら
に
下
落
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

ロ　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
電
力
系
統
・
Ｅ
Ｖ
等

　

自
立
運
転
で
は
な
く
（
余
剰
を
含
め
た
）
売
電
目
的
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
側
か
ら
電
力
系
統
の
制
約
が
批
判
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
一
口
に
電
力
系
統
の
制
約
と
い
っ
て
も
、
立
地
地
点
で
立
地
電
力
会
社
の
配
電
レ
ベ
ル
の
需
給
・
系
統
制
約
と
い
う
ミ

ク
ロ
的
問
題
と
、
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
、
洋
上
風
力
の
よ
う
な
「
大
規
模
遠
隔
発
電
」
モ
デ
ル
を
脱
却
し
て
い
な
い
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
に
顕
著
で
あ
る
が
、
立
地
電
力
会
社
を
超
え
た
電
力
会
社
間
の
連
系
線
に
お
け
る
系
統
制
約）

（（1
（

と
い
う
ミ
ニ
・
マ
ク
ロ
的
事

象
を
、
あ
る
程
度
区
別
し
て
論
じ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

後
者
、
電
力
会
社
間
の
系
統
制
約
を
克
服
す
る
方
法
と
し
て
、
従
前
か
ら
の
先
着
順
に
枠
を
埋
め
る
「
先
着
優
先
ル
ー
ル
」
を
変

更
し
て
、
第
一
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
に
優
先
権
を
与
え
る
と
い
う
他
国
で
実
例
の
あ
る
「
優
先
接
続
」）

（（（
（

、
第
二
に
「
限
界

費
用
の
発
電
コ
ス
ト
が
低
い
順
に
発
電
・
送
配
電
」）

（（0
（

等
の
ア
イ
デ
ア
等
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
は
英
国
型
コ
ネ
ク
ト
＆
マ
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ネ
ー
ジ）

（（0
（

を
下
敷
き
に
し
た
「
日
本
版
コ
ネ
ク
ト
＆
マ
ネ
ー
ジ
」）

（（0
（

の
途
を
選
択
す
る
よ
う
で
あ
る
。
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
に
つ

い
て
、
送
電
系
統
の
み
な
ら
ず
配
電
系
統
を
含
め
て
深
刻
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
時
間
帯
（
太
陽
は
日
中
の
み
）
や
気
象
に

左
右
さ
れ
が
ち
な
太
陽
・
風
力
等
の
不
確
実
性

0

0

0

0

（uncertainty

）
に
よ
る
バ
ラ
ン
シ
ン
グ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
た
め
の
出
力
調
整
が
あ
る
。
蓄
電
池
技

術
）
（（0
（

の
飛
躍
的
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
で
安
価
・
大
容
量
化
が
達
成
さ
れ
、
オ
ン
サ
イ
ト
蓄
電
や
配
電
系
統
へ
の
蓄
電
池
設
置
等
が
進
ま
な

い
限
り
、
稼
働
率
低
下
で
経
済
性
が
低
く
な
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
電
源
（
主
と
し
て
火
力
）
を
ど
う
維
持
す
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面

す
る
。

　

一
部
に
は
電
気
自
動
車
（
Ｅ
Ｖ
）
に
逆
潮
流
さ
せ
、
蓄
電
池
的
機
能
に
期
待
す
る
む
き
も
あ
る）

（（0
（

。
し
か
し
現
時
点
で
は
電
気
自
動

車
の
爆
発
的
普
及
が
先
決）

（（0
（

で
あ
る
。
電
気
自
動
車
が
電
力
系
統
の
一
翼
を
担
う
と
い
う
の
は
、
少
し
先
の
話
の
よ
う
に
思
え
る
。

（
三
）　
「
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
」
？

　

国
に
よ
る
三
・
一
一
以
降
の
電
力
市
場
改
革
は
、「
電
力
シ
ス
テ
ム

0

0

0

0

改
革
」
と
い
い
つ
つ
、
そ
の
実
、
大
規
模
遠
隔
地
電
源
シ
ス

テ
ム
に
分
散
型
電
源
が
ぶ
ら
下
が
る
と
い
う
従
前
の
「
電
力
シ
ス
テ
ム

0

0

0

0

」
そ
の
も
の
に
直
接
手
を
加
え
る
「
改
革
」
に
は
写
ら
ず
、

い
ま
の
と
こ
ろ
現
状
維
持
的
に
す
ら
映
る
。

　

三
・
一
一
以
降
の
国
の
い
わ
ゆ
る
「
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
」
に
は
様
々
な
顔
が
あ
り
、
相
互
に
関
連
す
る
面
も
多
い
が
、
極
め
て

荒
っ
ぽ
く
私
な
り
に
整
理
す
る
と
、
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。

　

第
一
は
、
従
前
の
電
力
自
由
化
の
流
れ
の
延
長
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、「
公
正
競
争
」
と
い
う
競
争
法
の
名
の
も
と
に
、
既
存

事
業
者
す
な
わ
ち
電
力
十
社
と
参
入
者
と
を
区
別
し
て
、
既
存
事
業
者
の
み
に
規
制
を
か
け
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
非
対
称
規
制
」

が
、
一
層
強
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
は
、「
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
」
と
銘
打
っ
て
新
た
に
行
わ
れ
た
こ
と
と
し
て
は
、「
送
配
電
部
門
の
［
こ
と
に
参
入
者
に
対
す
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る
］
中
立
性
の
確
保
」
と
い
う
旗
印
の
も
と
、
従
前
の
発
送
配
電
・
販
売
垂
直
統
合
の
既
存
事
業
者
す
な
わ
ち
電
力
十
社
の
送
配
電

部
門
を
、
発
電
及
び
販
売
（
小
売
）
か
ら
切
り
離
す
と
い
う
「
送
配
電
分
離
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
の
電
気
事
業
法
改
正
の
中
身

は
、
本
稿
四
（
三
）
で
略
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
既
存
事
業
者
の
解
体
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
送
配
電
を
「
組
織
分
離
」
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
経
営
形
態
論

0

0

0

0

0

な
い
し
「
経
営
組
織
論

0

0

0

0

0

」
で
あ
る
。

　

二
〇
一
五
年
電
気
事
業
法
改
正
（
平
成
二
七
法
四
七
）
に
よ
っ
て
、
電
力
十
社
か
ら
法
的
分
離
さ
れ
る
一
般
送
配
電
事
業
者
（
改

正
電
気
事
業
法
二
条
九
号
）
は
、
発
電
の
兼
業
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
同
法
二
二
条
の
二
第
一
項
本
文
）。
も
っ
と
も
右
の
兼
業
禁
止

は
「
小
売
電
気
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
の
電
気
」（
同
条
括
弧
書
き
）
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
私
の
解
釈
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、

右
の
反
対
解
釈
と
し
て
、
送
配
電
事
業
者
が
小
売
電
気
事
業
者
の
た
め
で
は
な
く
、
本
来
業
務
で
あ
る
周
波
数
調
整
等
の
系
統
運
用

の
た
め
に
自
ら
電
源
を
保
有
・
運
用
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
制
度
上
も
、
送
配
電
事
業
者
が
「
丸
腰
0

0

」
で
は
な
く
、
発

電
設
備
を
保
有
・
運
用
し
て
万
一
に
備
え
つ
つ
系
統
運
用
に
責
任
を
負
う
の
が
、
安
定
供
給
確
保

0

0

0

0

0

0

の
た
め
に
は
最
適
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、「
組
織
分
離

0

0

0

0

」
に
よ
る
系
統
運
用
（
こ
と
に
ゲ
ー
ト
ク
ロ
ー
ズ
後
の
需
給
調
整
）
へ
の
予
期
せ
ぬ
悪
影
響
等
を
未
然

0

0

0

0

0

0

0

に
防
止

0

0

0

で
き
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る）

（（0
（

。

　

と
こ
ろ
が
右
法
改
正
前
か
ら
審
議
会
の
制
度
設
計
は
先
行
し
て
い
て
、
文
献
に
よ
れ
ば
「
発
送
電
分
離
の
下
で
は
…
…
系
統
運
用

者
は
発
電
設
備
も
需
要
設
備
も
保
有
し
て
い
な
い
の
で
、
系
統
運
用
者
は
、
こ
れ
ら
の
発
電
設
備
や
需
要
設
備
を
、
契
約
あ
る
い
は

市
場
を
通
じ
て
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る）

（（0
（

。
む
ろ
ん
送
配
電
事
業
者
が
発
電
設
備
を
設
置
・
保
有
・
運
用
す
る
た

め
に
は
、
立
地
問
題
、
環
境
規
制
、
燃
料
調
達
等
の
煩
わ
し
い
課
題
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
電
源
の
保
有
と
い
っ
て
も
、

業
務
委
託
、
レ
ン
タ
ル
、
リ
ー
ス
バ
ッ
ク
等
の
様
々
な
手
法
を
用
い
て
、
送
配
電
事
業
者
の
業
務
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
も
十
分
に

可
能
な
時
代
で
あ
る
。
あ
る
い
は
制
度
設
計
者
の
真
意
は
、
ど
う
ぞ
送
配
電
事
業
者
は
系
統
運
用
に
専
念
し
て
「
餅
は
餅
屋
に
［
任

せ
な
さ
い
］」
と
い
う
親
心
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
私
と
て
も
、
送
配
電
事
業
者
が
調
整
の
た
め
の
電
源
全
量
を
自
前
で
と
ま
で
は
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考
え
て
い
な
い
。
発
電
事
業
者
等
と
の
随
意
契
約
や
電
力
卸
市
場
で
の
調
達
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
安
定
供
給
の
確

保
の
た
め
の
調
整
電
源
が
、
市
場
調
達
等
で
う
ま
く
機
能
す
る
か
否
か
の
保
障
は
皆
無

0

0

0

0

0

と
い
っ
て
よ
い
状
況
に
あ
る
。
そ
こ
で
行
政

解
釈
が
今
な
お
、
送
配
電
事
業
者
は
電
源
を
持
た
な
い
全
く
の
「
丸
腰
」
で
、
最
後
の
砦

0

0

0

0

な
い
し
保
険
0

0

の
意
味
か
ら
の
自
前
電
源
の

保
有
を
全
面
的
に
禁
ず
る
こ
と
に
固
執
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
解
釈
は
、
四
八
年
以
上
も
法
律
で
飯
を
喰
っ
て
き
た
私
と
し
て
到

底
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
行
政
解
釈
が
、
送
配
電
事
業
者
か
ら
調
整
力
の
確
保
の
た
め
の
電
源
保
有
の
手
を
縛
り
、
契
約
や

電
力
取
引
所
に
誘
導
し
続
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ら
の
「
理
念
型
」
に
執
着
の
余
り
法
二
二
条
の
二
第
一
項
を
逸
脱
す
る
も
の

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
四
）　

真
の
「
電
力
な
い
し
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
シ
ス
テ
ム
改
革
」

　

三
・
一
一
以
降
、
国
は
、
事
業
横
断
的
な
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
改
革
」
と
い
う
よ
り
、「
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
」「
ガ
ス
シ
ス

テ
ム
改
革
」「
熱
供
給
［
シ
ス
テ
ム
改
革
］」
と
、
旧
来
の
縦
割
り
事
業
法
ご
と

0

0

0

0

0

0

0

0

の
法
改
正
と
制
度
設
計
を
進
め
て
来
た
。
そ
の
結
果
、

第
五
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
「『
水
素
社
会
』
の
実
現
に
向
け
た
取
組
」
は
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
改
革
」
と
は
別
項
目
で

あ
る）

（01
（

。
こ
れ
で
は
未
来
の
「
ト
ー
タ
ル
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
シ
ス
テ
ム
」
は
、
な
か
な
か
描
け
な
い
。

　

国
は
、
一
日
も
早
く
こ
う
し
た
た
旧
来
の
縦
割
り
事
業
法
の
呪
縛
か
ら
脱
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
第
一
に
水
素
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
輸
送
手
段
・
方
法
と
し
て
、
既
存
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
や
ガ
ス
導
管
を
ど
う
利
用
す
る
か
、
第
二
に
洋
上
風
力
発
電
を
系
統

連
系
し
長
距
離
輸
送
す
る
送
電
線
の
新
増
設
が
環
境
・
経
済
面
等
で
容
易
で
は
な
い
の
で
、
風
力
発
電
を
ガ
ス
に
変
え
て
（
パ

ワ
ー
・
ト
ゥ
・
ガ
ス
）
輸
送
す
る
と
い
っ
た
課
題
群）

（0（
（

を
前
に
、「
ど
の
よ
う
な
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
、
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム

づ
く
り
を
す
る
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
来
は
完
全
に
無
垢
で
白
地
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
自
由
に
デ
ッ
サ
ン
す
べ
き
で
あ
る
。
規
制

を
考
え
る
論
者
に
対
し
て
は
「
無
規
制
の
弊
害
は
何
か
」、「
規
制
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
規
制
目
的
は
何
か
」、「
当
該
規
制
目
的
と
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規
制
の
手
段
・
態
様
・
強
度
と
の
間
に
相
関
関
係
が
あ
り
、
比
例
原
則
違
反
で
は
な
い
（
＝
過
剰
規
制
で
は
な
い
）」
等
を
十
分
に
吟

味
・
検
証
す
る
必
要
が
あ
る）

（00
（

。
と
こ
ろ
が
「
お
よ
そ
風
力
発
電
は
、
陸
上
・
洋
上
を
問
わ
ず
、
電
力
と
し
て
利
用
す
べ
き
で
あ
る
」

と
の
電
力
［
ま
た
は
電
化
］
至
上
主
義
的
固
定
観
念
に
よ
る
呪
縛
に
加
え
て
、
安
全
規
制
（
社
会
的
規
制
）
を
含
め
た
旧
来
の
事
業

法
等
と
の
整
合
性
が
頭
を
も
た
げ
る
と
、
途
端
に
議
論
が
矮
小
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

今
世
紀
後
半
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
は
、
石
油
・
電
力
・
ガ
ス
・
熱
と
い
っ
た
縦
割
り
事
業
法
及
び
縦
割
り
事
業
法
の
も
と
で

の
事
業
で
は
な
く
、
広
く
廃
棄
物
、
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
も
そ
れ
ぞ
れ
の
適
性
を
み
つ
つ
、
何
で
も
か
ん
で
も
電
力
化
で
は
な
く
、

時
・
場
合
を
含
め
た
適
性
に
応
じ
、
電
気
・
ガ
ス
・
熱
等
に
変
換
し
総
合
的

0

0

0

・
広
範
囲
に

0

0

0

0

組
合
わ
せ
て
、
生
産
・
商
業
・
運
輸
物

流
・
生
活
消
費
等
に
対
応
す
る
消
費
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
）
を
カ
バ
ー
す
る
「
第
四
次
産
業
革
命
」
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
シ
ス
テ
ム
（Com

m
unity�Energy�System

�

）、
ス
マ
ー
ト
・
シ
テ
ィ
（Sm

art�City

）
へ
と
大
転
換
し
て
い

く
べ
き
時
で
あ
ろ
う
。
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
の
さ
ら
な
る
進
化
も
見
込
ま
れ
、「
ス
マ
ー
ト
グ
リ
ッ
ド
」
に
と
ど
ま
ら
ず
「
デ
ジ
タ

ル
グ
リ
ッ
ド
」）

（00
（

も
実
現
し
よ
う
。

　

右
の
文
脈
の
も
と
「
電
力
シ
ス
テ
ム
」
は
、
従
前
型
（
大
規
模
集
中
電
源
）・
分
散
型
の
拮
抗
の
中
、
八
方
美
人
的
「
全
方
位
」
で

は
な
く
、
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
（
大
都
市
）
集
中
型
か
（
地
方
）
分
散
型
か
も
問
わ
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、（
む
ろ
ん
保
険
を
か
け

つ
つ
）
地
域
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
「
分
散
型
電
力
シ
ス
テ
ム

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
へ
と
軸
足
を
移
す
ト
ゥ
ル
ー
・
グ
リ
ッ
ド
な
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ぬ
ト
ゥ
ル
ー
・
グ
リ
ッ
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（0T
rue�Grit

）0

を
持
ち
合
わ
せ
る
べ
き
と
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
は
な
か
ろ
う
か）

（00
（

。

（
99
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
三
四
二
頁
註
3
（
初
出
・
一
九
九
七
）。

（
（11
）　

藤
原
・
同
右
・
三
四
四
頁
。

（
（1（
）　

藤
原
・
同
右
・
一
四
三
頁
（
初
出
・
一
九
九
五
）。
土
地
バ
ブ
ル
ピ
ー
ク
前
の
一
九
八
九
年
二
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
効
率
化
委
員
会
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で
の
「
面
的
利
用
の
拡
大
」
の
機
会
を
逸
し
、「
失
わ
れ
た
六
年
」
だ
が
、
本
制
度
が
軌
道
に
乗
る
ま
で
時
間
を
要
し
た
こ
と
か
ら
、
実

質
「
失
わ
れ
た
一
〇
年
」
で
あ
る
。
そ
の
後
の
小
売
全
面
自
由
化
に
よ
り
特
定
電
気
事
業
は
「
小
売
供
給
」
に
吸
収
さ
れ
、
概
念
そ
の
も

の
が
廃
さ
れ
た
。
公
益
事
業
学
会
学
術
研
究
会
・
国
際
環
境
経
済
研
究
所
監
修
『
ま
る
わ
か
り
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
キ
ー
ワ
ー
ド
三
六

〇
』
三
六
頁
［
日
本
電
気
協
会
新
聞
部
、
二
〇
一
五
］）
参
照
。

（
（10
）　

ル
ー
ケ
ス
教
授
（
民
事
訴
訟
法Rosenberg

教
授
の
門
下
生
）
は
、
ル
ー
ケ
ス
／
フ
ォ
ル
マ
ー
・
マ
ー
ル
マ
ン
共
著
『
原
子
力
行

政
手
続
の
基
本
問
題
』
の
書
評
執
筆
（
法
学
研
究
五
〇
巻
六
号
、
一
九
七
七
）
で
知
り
、
電
力
中
央
研
究
所
の
斎
藤
統
氏
（
後
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
法
研
究
所
。
故
人
）
が
ア
レ
ン
ジ
の
第
一
回
日
独
原
子
力
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
教
授
と
の
初
対
面
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
・
ミ
ュ
ン
ス

タ
ー
大
学
で
の
第
二
回
日
独
原
子
力
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
雄
川
一
郎
団
長
。
藤
原
淳
一
郎
「
日
本
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
及
び
原
子
力

法
に
つ
い
て
」
金
沢
良
雄
編
『
放
射
線
防
護
法
の
体
系
と
新
た
な
展
開
―
第
二
回
日
独
原
子
力
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
第
一
法
規
、
一
九
八

四
）
で
教
授
と
再
会
。
同
年
秋
の
単
身
英
独
調
査
で
は
、
Ｖ
Ｄ
Ｅ
Ｗ
（
ド
イ
ツ
電
気
事
業
連
合
会
＝
当
時
）、
連
邦
経
済
省
（
＝
当
時
）、

Ｒ
Ｗ
Ｅ
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
助
力
い
た
だ
い
た
。
翌
一
九
八
五
年
二
月
に
放
射
性
廃
棄
物
処
分
欧
州
調
査
団
（
団
長
）
で
教
授
を
訪
問
し
、

同
年
夏
学
期
以
来
、
直
弟
子
同
様
の
ご
指
導
を
い
た
だ
い
て
き
た
。
同
年
秋
、
米
国
滞
在
中
、
教
授
か
ら
書
簡
で
「
来
セ
メ
ス
タ
ー
、

『
日
本
法
』
の
授
業
を
担
当
し
な
い
か
」
と
打
診
が
あ
っ
た
が
、
教
授
昇
任
論
文
『
米
国
に
お
け
る
電
気
事
業
規
制
の
展
開
』（
法
学
研
究

五
九
巻
四
号
か
ら
八
号
に
連
載
の
の
ち
法
学
研
究
会
叢
書
四
八
巻
、
一
九
八
九
）
執
筆
中
で
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
ミ
ュ
ン

ス
タ
ー
大
学
定
年
ご
退
職
後
に
、
日
独
双
方
の
行
き
違
い
か
ら
暗
礁
に
乗
上
げ
寸
前
の
第
三
回
日
独
原
子
力
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
私
が
架
橋

役
を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
り
、
シ
ュ
テ
ッ
テ
ル
湖
畔
散
歩
中
、
教
授
か
ら
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
を
勧
め
ら
れ
た
。
し
か
し
米
国
で

の
在
外
研
究
枠
を
取
得
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
辞
退
し
、
研
究
を
優
先
さ
せ
た
（
藤
原
・
前
掲
註
（
8
）「
一
九
二
〇
年
代
米
国
電
気

事
業
」
及
び
「
米
国
に
お
け
る
地
方
ガ
ス
配
給
事
業
者
『
バ
イ
パ
ス
』
に
関
す
る
一
考
察
」『
正
田
彬
教
授
還
暦
記
念
・
国
際
化
時
代
の

独
占
禁
止
法
の
課
題
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
は
、
在
米
中
の
成
果
物
で
あ
る
）。

　

教
授
の
門
下
生
に
は
ド
イ
ツ
国
内
の
官
（
経
済
省
）
民
（
電
力
）
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
者
が
多
く
（
一
九
八
五
年
の
藤
原
番
の
助
手
と

数
年
後
Ｒ
Ｗ
Ｅ
法
務
部
で
再
会
し
た
と
き
に
は
驚
い
た
。
そ
の
と
き
の
法
務
部
長
の
ク
ー
ン
ト
［D

ietm
ar�K

uhnt

］
博
士
は
、
日
独
原

子
力
法
シ
ン
ポ
以
来
で
、
の
ち
に
持
株
会
社
Ｒ
Ｗ
Ｅ
の
初
代
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
つ
と
め
た
）、
Ｅ
Ｃ
競
争
総
局
に
も
顔
が
広
く
、
そ
の
後
も
幾
度

と
な
く
紹
介
い
た
だ
い
た
。
教
授
と
は
「
研
究
優
先
」、
ゴ
ル
フ
、
テ
ニ
ス
等
の
「
玉
こ
ろ
が
し
嫌
い
」
と
共
通
点
も
多
く
、
教
授
の
定



22

法学研究 91 巻 10 号（2018：10）

年
ご
退
職
後
も
、
欧
州
調
査
出
張
の
度
ご
と
に
極
力
面
会
を
も
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
出
身
の
教
授
は
、
定
年
退
職
後
、

オ
ー
バ
ー
バ
イ
エ
ル
ン
の
ウ
ー
フ
ィ
ン
ク
に
大
き
な
書
斎
・
書
庫
の
家
を
建
て
ら
れ
た
（
一
九
九
三
年
に
夫
婦
で
泊
め
て
い
た
だ
い
た
と

き
に
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ェ
・
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
の
一
部
を
ご
案
内
戴
い
た
）
が
、
Ｅ
Ｕ
・
企
業
等
へ
の
飛
行
機
出
張
も
多
く
、
空
港
ま

で
不
便
な
の
で
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
市
内
の
ア
パ
ー
ト
滞
在
が
多
く
な
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

教
授
宅
で
の
あ
る
夕
食
後
、「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
フ
ァ
ン
で
す
」
と
い
っ
た
ら
、
レ
コ
ー
ド
で
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
「
曲
当
て
ク
イ
ズ
」

に
な
り
、
た
ま
た
ま
的
中
の
と
こ
ろ
、「
藤
原
君
、
次
回
は
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
オ
ペ
ラ
［
の
ア
リ
ア
］
を
う
た
い
た
ま
え
」
と
宿
題
を
出

さ
れ
た
が
、
そ
の
約
束
を
果
た
せ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

（
（10
）　

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
編
・
前
掲
註
（
89
）・
八
七
頁
、
藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
一
四
三
―
一
四
四
頁
参
照
。

（
（10
）　

総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
・
前
掲
註
（
11
）・
一
七
頁
、
閣
議
決
定
・
前
掲
註
（
29
）・
一
七
頁
。「
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
日
本
の
選

択
・
基
本
計
画
の
宿
題
・
再
生
エ
ネ
『
主
力
電
源
』
遠
く
」
二
〇
一
八
年
七
月
六
日
付
日
本
経
済
新
聞
五
面
参
照
。

（
（10
）　

藤
原
淳
一
郎
「
太
陽
光
発
電
の
可
能
性
―
政
府
の
本
気
度
を
問
う
！　

求
め
ら
れ
る
政
策
の
整
合
性
」『
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｃ
Ｏ
』
二
〇
一
〇

年
四
月
号
四
二
、
四
五
頁
で
、
戸
建
て
住
宅
所
有
者
に
つ
い
て
、
太
陽
光
発
電
を
「
持
た
ざ
る
リ
ス
ク
」
と
「
持
つ
リ
ス
ク
」
を
比
較
し
、

後
者
の
リ
ス
ク
軽
減
の
た
め
「
屋
根
を
パ
ネ
ル
設
置
場
所
と
し
て
新
事
業
に
提
供
し
、
売
電
を
含
め
た
運
営
・
運
用
を
新
事
業
に
一
任
」

と
い
う
形
態
を
考
え
た
。
藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
三
八
三
―
三
八
四
頁
で
は
、
右
に
加
え
て
「
公
の
建
物
、
工
場
、
ビ
ル
等
に
比
重
を

移
す
こ
と
」
を
提
唱
し
た
。
近
時
の
新
聞
広
告
を
み
る
と
、
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
を
含
め
て
、
屋
根
や
敷
地
の
提
供
者
を
募
る
ビ
ジ
ネ
ス
も
登

場
し
て
き
て
い
る
。

（
（10
）　

総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
・
前
掲
註
（
11
）・
四
二
頁
。
法
構
想
段
階
に
お
い
て
藤
原
淳
一
郎
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
間
、
環
境

政
策
と
の
整
合
性
あ
る
制
度
設
計
を
」『
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｃ
Ｏ
』
二
〇
一
〇
年
一
一
月
号
二
二
、
二
四
頁
、
同
・
前
掲
註
（
30
）・
三
〇
頁
で
論
じ

て
き
た
。

（
（10
）　

具
体
的
な
賦
課
金
額
は
、
二
〇
一
八
年
五
月
か
ら
一
九
年
四
月
ま
で
二
九
〇
円
／
Ｋ
Ｗ
時
で
あ
る
。
東
京
電
力
エ
ナ
ジ
ー
パ
ー
ト

ナ
ー
株
式
会
社
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
促
進
賦
課
金
単
価
の
確
定
に
つ
い
て
」http://w

w
w

.tepco.jp/ep/notice/
pressrelease/2018/1483380_8663.htm

l

。
従
量
料
金
制
の
我
が
家
で
は
、
電
気
料
金
の
一
割
超
で
あ
る
。

（
（10
）　

総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
・
前
掲
註
（
11
）・
四
二
頁
。
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（
（10
）　

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
に
係
る
制
度
改
革
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
六
年
六
月
）http://w

w
w

.
enecho.m

eti.go.jp/category/saving_and_new
/saiena/kaitori/dl/kaisei/0628tokyo.pdf

参
照
。

（
（（1
）　

高
村
ゆ
か
り
「
転
機
の
再
生
エ
ネ
・
電
力
間
送
電
線
運
用
見
直
せ
」
二
〇
一
八
年
七
月
六
日
付
日
本
経
済
新
聞
二
九
面

（
（（（
）　
「
再
生
エ
ネ
・
欧
州
に
学
ぶ
・
上
・
風
力
活
用
―
送
電
網
を
賢
く
」
二
〇
一
八
年
七
月
一
六
日
付
日
本
経
済
新
聞
九
面
参
照
。

（
（（0
）　

荻
野
馨
「
欧
州
の
電
力
市
場
に
学
ぶ
―
総
配
電
、
低
コ
ス
ト
電
源
を
優
先
」
二
〇
一
八
年
七
月
二
三
日
付
日
本
経
済
新
聞
一
三
面
。

（
（（0
）　

岡
田
健
司
「
英
国
の
コ
ネ
ク
ト
＆
マ
ネ
ー
ジ
と
は
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
か
」http://w

w
w

.criepi.denken.or.jp/jp/serc/
denki/2017/111729.htm

l

参
照
。

（
（（0
）　

コ
ネ
ク
ト
＆
マ
ネ
ー
ジ
は
、
電
力
系
統
は
常
に
設
備
容
量
の
す
べ
て
を
利
用
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
想
定
潮
流
の
合
理
化

等
に
よ
り
運
用
容
量
を
拡
大
す
る
手
法
で
あ
る
（
松
本
真
由
美
「
コ
ネ
ク
ト
＆
マ
ネ
ー
ジ
」
二
―
三
頁　

http://ieei.or.jp/2018/02/
special201608023/

）。

　
「
日
本
型
コ
ネ
ク
ト
＆
マ
ネ
ー
ジ
」
導
入
に
つ
い
て
、
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
・
前
掲
註
（
11
）・
四
三
頁
、
電
力
広
域
的
運
営

推
進
機
関
「
広
域
機
関
に
お
け
る
『
日
本
型
コ
ネ
ク
ト
＆
マ
ネ
ー
ジ
』
の
検
討
に
つ
い
て
」http://w

w
w

.�m
eti.go.jp/com

ittee/
sougouenergy/denryoku_gas/saiseikanou_jisedai/pdf/002_03_00.pdf

資
料
3
、
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
科
会
／
電
力
・
ガ
ス
事
業
分
科
会
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
大
量
導
入
・
次
世
代
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
小
委
員

会
・
中
間
整
理
」（
二
〇
一
八
年
五
月
）
一
八
頁
以
下　

http://w
w

w
.m

eti.go.jp/report/w
hitepaper/data/20180522001.htm

l

参
照
。

（
（（0
）　
「
蓄
電
池
ビ
ジ
ネ
ス
活
況
」
二
〇
一
八
年
七
月
五
日
付
日
本
経
済
新
聞
一
七
面
参
照
。Cf.�H

irth,�U
eckerdt,�Edenhofer,�W

hy 
W

ind Is N
ot Coal: O

n the E
conom

ics of E
lectricity G

eneration, 3�7�T
he�Energy�Journal,�1,�2�2

―2�3

（July,�2016

）.

（
（（0
）　

総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
・
前
掲
註
（
11
）・
四
三
頁
。

（
（（0
）　

初
期
購
入
費
用
、
充
電
の
時
間
的
分
散
、
製
造
段
階
で
の
電
池
の
希
少
金
属
の
調
達
等
の
問
題
の
ほ
か
、
最
大
の
ネ
ッ
ク
は
、
電
気

自
動
車
の
電
池
の
再
利
用
が
手
付
か
ず
の
状
態
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
廃
車
時
の
価
格
が
限
り
な
く
〇
円
に
な
る
な
ら
、「
車
の
買
い
替

え
」
行
動
が
制
約
さ
れ
る
し
、
Ｅ
Ｖ
の
購
入
に
二
の
足
を
踏
む
か
も
知
れ
な
い
。
将
来
の
大
量
の
廃
車
ゴ
ミ
の
行
方
も
か
ら
み
、
こ
の
泣

き
所
の
克
服
は
急
務
で
あ
る
。
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（
（（0
）　

先
の
話
だ
が
、
一
般
送
配
電
事
業
者
に
は
、
ラ
ス
ト
リ
ゾ
ー
ト
と
し
て
最
終
保
障
供
給
約
款
に
よ
る
供
給
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

（
法
二
〇
条
）。
本
稿
で
は
詳
論
し
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
謎
解
き
問
題
が
生
じ
る
。
第
一
に
調
整
電
源
と
同
様
、
最
終
保
障
供
給
約
款
に

よ
る
供
給
の
た
め
、
一
般
送
配
電
事
業
者
は
当
然
に
自
己
電
源
も
保
有
・
運
用
可
能
と
解
せ
ら
れ
る
か
？　

第
二
に
、
一
般
送
配
電
事
業

者
が
最
終
保
障
供
給
約
款
に
よ
る
供
給
を
す
る
と
き
、
送
配
電
事
業
者
は
、
そ
も
そ
も
小
売
電
気
事
業
者
に
該
当
し
な
い
か
、
そ
れ
と
も

法
二
二
条
二
第
一
項
の
兼
業
許
可
認
可
を
受
け
た
若
し
く
は
法
二
〇
条
に
も
と
づ
く
認
可
不
要
の
「
小
売
電
気
事
業
者
」
か
？

（
（（0
）　

公
益
事
業
学
会
他
・
前
掲
註
（
（1（
）・
九
〇
頁
。

（
（01
）　

総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
・
前
掲
註
（
11
）・
六
一
頁
以
下
に
水
素
、
六
五
頁
以
下
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
改
革
。

（
（0（
）　

前
掲
註
（
27
）
参
照
。

（
（00
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
二
三
八
ー
二
三
九
頁
。

（
（00
）　

阿
部
力
也
『
デ
ジ
タ
ル
グ
リ
ッ
ド
』
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
二
〇
一
六
）。

（
（00
）　

本
稿
主
張
の
「
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
」
で
あ
れ
ば
、「
夏
の
夜
の
夢
（nightm

are

）」
に
お
わ
ら
ず
「
千
年
王
国
（the�

m
illenarianism

）」
に
な
り
得
る
と
思
う
。

　

学
会
報
告
当
日
の
矢
島
氏
の
質
問
に
、「
2　

将
来
の
電
力
シ
ス
テ
ム
は
、［
1
］
大
規
模
遠
隔
発
電
（
Ａ
）
が
主
、
小
規
模
分
散
型
発

電
（
Ｂ
）
が
従
、［
2
］
Ｂ
が
主
、
Ａ
が
従
、［
3
］
Ｂ
の
み
の
い
ず
れ
の
シ
ナ
リ
オ
が
実
現
し
そ
う
で
し
ょ
う
か
？
」
に
対
す
る
回
答
と

し
て
は
、
現
状
（Sein

）
は
［
1
］
で
、［
2
］
と
［
3
］
は
か
く
あ
る
べ
し
（Sollen

）
に
と
ど
ま
る
が
、
こ
の
う
ち
［
3
］
の
定
置

型
蓄
電
池
・
プ
ラ
グ
イ
ン
電
気
自
動
車
（
Ｅ
Ｖ
）
等
の
組
合
わ
せ
に
よ
る
小
規
模
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
シ
ス
テ
ム
が
外
部
の
調
整
電
源

を
不
要
と
す
る
可
能
性
は
極
め
て
薄
い
た
め
、［
2
］
の
小
規
模
分
散
型
が
主
、
大
規
模
遠
隔
発
電
が
従
が
本
命
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

暗
に
本
稿
二
（
六
）（
＝
予
稿
集
）
末
尾
の
「
結
果
的
に
、
徐
々
に
で
は
あ
れ
、
従
前
の
電
力
・
ガ
ス
の
供
給
シ
ス
テ
ム
は
、
補
完
的
位

置
付
け
に
転
換
？
」
で
示
唆
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

六　

結
語
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（
一
）　

本
稿
の
ね
ら
い

　

二
〇
〇
九
年
、
慶
應
義
塾
の
最
終
講
義
の
結
び
部
分
で
私
は
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
水
素
利
用
、
超
電
導
等
の
大
き
な
技
術

革
新
に
よ
っ
て
物
事
が
変
わ
り
、
公
益
事
業
が
担
っ
て
き
た
市
場
な
り
供
給
の
シ
ス
テ
ム
が
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
遂
げ
る
か

も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
新
し
い
シ
ス
テ
ム
が
既
存
の
シ
ス
テ
ム
と
あ
る
程
度
併
存
し
て
い
く
か
も
知
れ
な
い
。
…
…
要
は
『
変

わ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
』
と
『
変
わ
る
べ
き
も
の
』
を
選
別
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
た）

（00
（

。

　

翌
二
〇
一
〇
年
（
三
・
一
一
の
ち
ょ
う
ど
一
年
前
の
民
主
党
政
権
下
）、
私
は
著
書
の
結
び
部
分
で
、「
自
由
化
論
が
一
服
し
て
い
る

今
こ
そ
、
冷
静
に
自
由
化
論
を
再
検
討
で
き
る
時
期
だ
ろ
う
。
…
…
よ
り
根
源
的
に
、
そ
も
そ
も
自
由
化
の
目
的
は
何
か
、
自
由
化

の
手
法
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
何
が
必
須
か
、
自
由
化
が
成
功
す
る
た
め
の
前
提
条
件）

（00
（

が
備
わ
っ
て
い
る
か
、［
電
力
の
部

分
］
自
由
化
の
過
程
で
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
電
力
系
統
利
用
協
議
会
や
電
力
卸
取
引
所
が
十
分
機
能
し
得
た
か
等
、
タ
ブ
ー
な
き
再

検
討
が
求
め
ら
れ
…
…
そ
の
上
で
『
変
わ
る
べ
き
も
の
』
は
何
か
、
逆
に
『
変
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
』
は
何
か
を
、
選
別
す
べ

き
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た）

（00
（

。

　

一
時
期
電
力
・
ガ
ス
市
場
の
「
規
制
緩
和
・
自
由
化
」「
規
制
改
革
（reguratory�reform

）」
が
一
種
の
小
休
止
状
態
に
あ
っ
た

も
の
が
、
三
・
一
一
に
よ
っ
て
眠
り
を
覚
ま
さ
れ
た
。
民
主
党
（
プ
ラ
ス
社
民
党
等
）
か
ら
自
民
党
（
プ
ラ
ス
公
明
党
）
へ
の
政
権
再

交
替
を
は
さ
み
、
自
由
化
・
規
制
改
革
か
ら
「
シ
ス
テ
ム
改
革
」
へ
と
ラ
ベ
ル
を
か
え
た
有
識
者
会
議
な
い
し
審
議
会
は
、
三
・
一

一
の
混
乱
を
招
い
た
原
因
は
、
既
存
の
電
力
制
度
に
あ
る
と
し
て
、「
は
じ
め
に
改
革
あ
り
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
で
議
論
を
開
始
し
た
よ
う
に
私
に

は
映
る
。
批
判
の
的
と
な
っ
た
三
・
一
一
直
後
の
広
域
連
系
の
不
十
分
さ
は
、
戦
後
の
電
力
再
編
成
の
原
点
で
あ
る
柔
軟
な
広
域
運

営
と
い
う
「
松
永
イ
ズ
ム
」
が
薄
れ
て
し
ま
い
、
電
力
十
社
が
モ
ン
ロ
ー
主
義
的
に
供
給
区
域
内
の
系
統
運
用
に
安
住
し
殻
に
こ

も
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
で
は
な
か
っ
た
か
と
す
ら
感
じ
て
い
る
。

　

有
識
者
会
議
な
い
し
審
議
会
か
ら
次
々
と
打
ち
出
さ
れ
る
制
度
設
計
案
を
業
界
誌
紙
や
ウ
ェ
ブ
で
目
に
し
、
実
務
的
論
点
の
深
堀
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り
に
よ
り
議
論
の
密
度
が
格
段
と
高
ま
っ
た
こ
と
に
疑
い
は
な
か
っ
た
が
、
余
り
に
実
務
的
か
つ
専
門
的
な
事
柄
に
ど
ん
ど
ん
奥
深

く
入
り
込
ん
で
い
く
た
め
、
技
術
系
で
は
な
い
市
井
の
研
究
者
と
し
て
は
、「『
木
を
み
て
森
を
見
ず
』
の
リ
ス
ク
あ
り
」
な
ど
と
呑

気
に
構
え
て
お
ら
れ
ず
、
そ
れ
ら
の
是
非
論
や
批
判
、
あ
わ
よ
く
ば
対
案
を
展
開
す
る
ど
こ
ろ
か
、
ろ
く
に
吟
味
を
す
る
余
裕
も
な

い
ま
ま
に
、
た
だ
た
だ
議
事
録
や
報
告
書
の
あ
と
追
い
に
明
け
暮
れ
し
、「
果
た
し
て
ど
う
判
断
す
べ
き
か
」
と
途
方
に
暮
れ
て
い

る
日
常
で
、
こ
の
事
態
は
い
ま
な
お
継
続
中
と
い
う
の
が
、
偽
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
国
の
市
場
自

由
化
・
市
場
改
革
の
動
き
に
つ
い
て
、
業
界
誌
紙
に
と
ど
ま
ら
ず
一
般
紙
ま
で
が
、
提
灯
持
ち
的
論
調）

（00
（

は
い
う
に
及
ば
ず
、
審
議
会

委
員
優
遇
掲
載
（
指
定
席
？
））

（00
（

と
い
う
、
い
っ
て
み
れ
ば
翼
賛
会
的
傾
向
が
か
い
ま
み
ら
れ
る
。
そ
の
あ
お
り
も
あ
っ
て
か
、
論
壇

で
も
学
会
で
も
、
制
度
設
計
の
各
論
（
た
と
え
ば
「
容
量
市
場
」
の
創
設
）
に
は
異
議
を
唱
え
て
も
、
電
力
市
場
改
革
の
中
身
・
方
向

性
を
根
源
的
に
問
う

0

0

0

0

0

0

大
胆
な
論
調
は
、
環
境
至
上
主
義
的
論
者
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
影
を
ひ
そ
め
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
そ
の
結
果
、
ど
こ
か
の
国
の
政
界
で
は
あ
る
ま
い
に
、
公
益
事
業
論
の
世
界
で
も
「
一
強
」
時
代
と
錯
覚
す
る
よ
う
な
危
機
的

状
況
が
生
み
だ
さ
れ
、
ひ
た
す
ら
学
問
に
生
き
る
「
自
由
主
義
者
」
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
閉
塞
感
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　

右
の
よ
う
な
時
代
、
否
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
私
の
学
会
報
告
及
び
本
稿
は
、
業
界
人
の
み
な
ら
ず
有
識
者
会
議
な
い
し
審
議
会
す

ら
染
ま
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
世
界
で
の
「
通
念
」
を
命
題
化
し
、
そ
の
是
非
、
当
否
の
検
証
に
、
年
甲
斐
も
な
く
挑
戦
し
た
も

の
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
遅
き
に
失
し
た
感
の
あ
る
挑
発
的
（polem

ical

）
試
論
で
は
あ
る
が
、
な
ん
ら
か
の
ヒ
ン
ト
に
で
も
な
れ
ば

幸
い
と
い
う
の
が
、
学
会
報
告
及
び
本
稿
執
筆
の
動
機
で
あ
る
。

（
二
）　

命
題
の
検
証
結
果

イ　

命
題
2
に
つ
い
て

　

1　
「
原
発
」
に
つ
い
て
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わ
が
国
の
原
発
導
入
の
主
た
る
目
的
は
、
あ
る
時
期
か
ら
急
に
強
調
さ
れ
始
め
た
火
力
に
比
べ
て
の
経
済
性
云
々
か
ら
で
は
決
し

て
な
く
て
、
国
産
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
に
乏
し
い
わ
が
国
に
と
っ
て
わ
ず
か
な
量
の
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
が
大
容
量
の
電
力
を
生
み
出
す
と
い

う
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
の
魅
力
と
、
技
術
立
国
と
し
て
原
子
力
技
術
の
会
得
と
が
出
発
点
に
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

　

二
〇
世
紀
の
「
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
火

0

0

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
る
わ
が
国
の
原
子
力
発
電
は
、
い
ま
な
お
積
極
的
に
軽
水
炉
の
新
設
計
画
推
進
の
中

国
等
と
は
異
な
り
、
三
・
一
一
事
故
を
ひ
き
ず
り
、
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
の
「
主
役
」
か
ら
引
き
ず
り
下
ろ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

電
源
開
発
株
式
会
社
の
大
間
、
中
国
電
力
株
式
会
社
の
島
根
三
号
機
等
、
新
増
設
の
動
き
は
あ
っ
て
も
、
他
方
で
な
か
な
か
進
展
し

な
い
再
稼
働
、
運
転
期
間
四
〇
年
満
了
を
待
た
な
い
予
想
以
上
の
相
次
ぐ
廃
炉
計
画
等
も
重
な
り
、
こ
の
ま
ま
の
自
然
体
で
い
く
と
、

二
〇
三
〇
年
時
点
で
原
発
は
ゼ
ロ
シ
ナ
リ
オ
に
極
め
て
接
近
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
化
を
妨
げ
る
そ
の
他
の
リ
ス

ク
を
分
析
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
原
発
を
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
に
と
い
う
従
来
の
観
念
が
、
極
め
て
現
実
離
れ
し
た
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
当
為
（Sollen

）
の
世
界
で
は
な
く
、
厳
し
い
現
実
、
存
在
（Sein

）
の
世
界
な
の
で
あ
る
。

　

2　

石
炭
火
力
に
つ
い
て

　

本
稿
は
本
年
の
異
常
気
象
（
熱
中
症
、
豪
雨
）
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
「
待
っ
た
無
し
」
の
地
球
環
境
（
温
暖
化
防
止
）

の
観
点
か
ら
、
高
効
率
の
も
の
を
含
め
て
、
国
内
石
炭
火
力
か
ら
の
撤
退
を
論
じ
た
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
先
走
り
、
当
為
（Sollen

）

の
世
界
に
写
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
折
し
も
本
章
執
筆
中
の
新
聞
報
道）

（01
（

に
あ
る
よ
う
に
、
石
炭
火
力
新
設
の
選
択
肢
は
、
ま
す

ま
狭
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
早
晩
、
存
在
（Sein

）
の
世
界
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

3　

命
題
2
の
検
証
結
果

　

本
稿
は
、
二
〇
三
〇
年
時
点
で
原
子
力
発
電
と
石
炭
火
力
と
は
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
と
し
て
期
待
で
き
ず
、
両
者
ゼ
ロ
シ
ナ
リ
オ
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を
描
く
べ
き
と
主
張
し
た
。
前
者
原
発
は
、
客
観
的
分
析
に
立
脚
す
る
い
わ
ば
存
在
（Sein

）
の
世
界
で
あ
る
。
後
者
石
炭
は
、
当

面
は
当
為
（Sollen

）
の
世
界
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
融
資
等
、
大
阪
城
冬
の
陣
で
は
な
い
が
外
堀
が
着
実
に

埋
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
早
晩
存
在
（Sein

）
の
世
界
へ
と
移
行
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
国
際
的
動
向
・
国
際
的
圧
力
を
ひ
た
す

ら
待
つ
受
け
身
の
姿
勢
か
ら
先
導
に
立
つ
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。

　

第
五
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
は
、
複
数
の
可
能
性
を
想
定
す
る
「
複
線
的
思
考
」
に
よ
ら
ず
、「
二
〇
三
〇
年
原
発
及
び
石
炭

を
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
に
」
と
い
う
「
単
線
的
思
考
」
に
よ
っ
て
い
る
た
め
、
本
稿
は
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
「
二
〇
三
〇
年
原
発

及
び
石
炭
ゼ
ロ
」
を
提
示
し
た
。
仮
に
本
稿
が
原
発
及
び
石
炭
ゼ
ロ
を
唯
一
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
主
張
し
て
い
れ
ば
、
ゼ
ロ
か
イ
チ

か
の
典
型
的
な
デ
ジ
タ
ル
思
考

0

0

0

0

0

0

で
し
か
な
い
が
、
本
稿
は
右
シ
ナ
リ
オ
を
「
最
悪
シ
ナ
リ
オ

0

0

0

0

0

0

」
と
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も

こ
れ
を
唯
一
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
提
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い）

（0（
（

。
少
な
く
と
も
右
シ
ナ
リ
オ
の
的
中
す

0

0

0

る
確
率
は

0

0

0

0

、
国
の
描
く

0

0

0

0

「
二
〇
三
〇
年
原
発
及
び
石
炭
を
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
」
シ
ナ
リ
オ
の
比
で
は
な
く
、
遥
か
に
高
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
的
は
ず
れ
の
議
論
や
予
測
は
、
学
者
な
ら
ば
空
理
空
論

0

0

0

0

と
し
て
見
逃
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
国
運
を

担
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
市
場
に
影
響
を
及
ぼ
す
国
の
場
合
は
、
到
底
許
さ
れ
ず
見
逃
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
国
は
い
つ
ま
で
も
非

現
実
的
な
原
発
の
「
美
酒
0

0

」
に
酔
う
こ
と
な
く
、
地
球
環
境
で
脛す

ね

に
傷
を
も
つ
石
炭
に
し
が
み
つ
く
こ
と
な
く
、
黒
田
日
銀
総
裁
の

金
融
政
策
で
は
な
い
が
、
早
急
に
「
出
口
戦
略

0

0

0

0

」
を
練
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
命
題
2
の
検
討
結
果
で
あ
る
。

ロ　

命
題
3
に
つ
い
て

　

二
〇
一
三
年
閣
議
決
定
で
「
法
的
分
離
」
が
う
た
わ
れ
た
。
翌
二
〇
一
四
年
電
気
事
業
法
改
正
（
平
成
二
六
法
七
二
）
に
よ
っ
て

電
力
十
社
は
、
新
規
参
入
者
と
横
並
び
で
の
発
電
（
届
出
）、
送
配
電
（
電
力
十
社
の
一
般
送
配
電
事
業
は
許
可
）、
小
売
供
給
（
登
録
）

の
三
種
に
分
け
ら
れ
た
ラ
イ
セ
ン
ス
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
翌
二
〇
一
五
年
電
気
事
業
法
改
正
（
平
成
二
七
法
四
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七
）
に
よ
っ
て
一
般
送
配
電
事
業
の
発
電
・
小
売
供
給
の
兼
業
禁
止
が
定
め
ら
れ
（
四
に
掲
載
の
「
表
・
電
気
事
業
法
改
正
」
参
照
）、

送
配
電
と
発
電
・
小
売
の
「
法
的
分
離
」
二
〇
二
〇
年
実
施
が
固
ま
っ
た
。

　

本
稿
は
、「
法
的
分
離
」
そ
の
も
の
の
本
格
的
検
討
の
準
備
段
階
と
し
て
、
①
内
外
無
差
別
接
続
を
め
ぐ
る
紛
争
解
決
、
②
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
、
の
両
者
は
、
送
配
電
の
組
織
分
離
な
し
で
も
実
現
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、「
法
的
分

離
」
の
必
要
性
、
必
然
性
に
対
す
る
疑
問
を
呈
し
た
（
四
（
四
）
イ
ロ
）
う
え
で
、
盲
点
に
な
り
が
ち
な
左
記
の
検
証
課
題
を
挙
げ

る
に
と
ど
め
た
。

　

第
一
に
、
既
成
路
線
と
な
っ
た
法
的
分
離
に
つ
い
て
、
ま
ず
先
行
し
て
持
株
会
社
の
も
と
で
分
社
化
さ
れ
た
東
京
電
力
の
法
的
分

離
の
評
価
作
業
が
先
決
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
同
ハ
）。
第
二
に
、
二
〇
一
三
年
電
気
事
業
法
改
正
（
平
成
二
五
法
七
四
）
附
則
に
法

的
分
離
の
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
忍
び
込
ま
せ
る
と
い
う
の
が
前
例
の
な
さ
に
加
え
、
法
的
分
離
の
「
実
施
を
困
難
に
す
る
新
た
な
課

題
が
生
じ
た
場
合
」
に
、
当
然
選
択
肢
と
な
り
得
る
「
組
織
分
離
の
断
念
」
は
影
も
形
も
な
く
、
代
替
案
と
し
て
米
国
型
Ｉ
Ｓ
Ｏ
型

と
い
う
ふ
う
に
決
め
て
か
か
る
の
は
お
か
し
い
と
主
張
し
た
（
同
ニ
）。
第
三
に
、
垂
直
統
合
電
力
会
社
を
発
電
・
送
配
電
・
小
売

供
給
に
組
織
分
離
（
法
的
分
離
）
す
る
こ
と
の
「
副
作
用

0

0

0

」
に
目
を
む
け
る
べ
き
と
主
張
し
た
（
同
ホ
）。

　

以
下
、
命
題
1
（
二
（
一
））
及
び
命
題
4
（
二
（
四
））
に
も
関
連
す
る
一
点
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。
四
（
四
）
ロ
で

も
少
し
言
及
し
た
ド
イ
ツ
大
手
の
送
電
部
門
切
離
し
の
事
例

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
競
争
法
の
観
点
か
ら
発
電
の
独
占
力
を
攻
め
た
て
ら
れ

た
大
手
が
、
や
む
な
く
送
電
部
門
を
切
離
す
決
断
を
し
た
。
類
似
の
反
応
を
し
た
他
の
大
手
も
、
法
的
に
は
「
法
的
分
離
」
が
要
請

さ
れ
て
い
る
の
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
営
判
断
と
し
て
自
発
的
に
、
送
電
部
門
の
売
却
等
を
進
め
、
結
果
的
に
「
所
有
分
離
」
と

な
っ
た
例
で
あ
る
。
特
殊
な
状
況
下
で
の
経
営
判
断
に
よ
る
「
所
有
分
離
」
だ
か
ら
と
し
て
、
当
面
「
法
的
分
離
」
に
と
ど
め
る
我

が
国
に
無
縁
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

電
気
事
業
法
に
は
、
い
わ
ば
お
決
ま
り
の
条
文
と
し
て
、
一
般
送
配
電
事
業
の
事
業
譲
渡
・
合
併
・
分
割
の
認
可
（
一
〇
条
）、
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事
業
の
休
廃
止
の
許
可
（
一
四
条
一
項
）、
解
散
の
認
可
（
同
条
二
項
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、
一
般
送
配
電
事

業
を
保
有
す
る
者
（
た
と
え
ば
持
株
会
社
）
が
一
般
送
配
電
事
業
は
事
業
活
動
へ
の
制
約
が
多
く
自
由
度
が
少
な
い
た
め
、
事
業
継

続
に
魅
力
を
感
じ
な
け
れ
ば
、
経
営
判
断
と
し
て
、
送
配
電
会
社
の
「
店
仕
舞
」
な
り
「
撤
退
」
を
考
え
る
だ
ろ
う
。
一
般
送
配
電

事
業
会
社
の
解
散
の
「
解
散
に
よ
り
公
共
の
利
益
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
」（
同
条
三
項
）
と
の
要
件
充
足

は
不
可
能
に
近
い
。
と
こ
ろ
が
売
却
す
な
わ
ち
全
部
譲
渡
で
あ
れ
ば
、
譲
受
者
が
許
可
基
準
に
あ
る
「
経
理
的
基
礎

0

0

0

0

0

」（
五
条
二
号
）

さ
え
ク
リ
ア
す
れ
ば
、
あ
と
の
要
件
は
、
設
備
を
丸
ご
と
引
き
継
ぐ
の
だ
か
ら
自
動
的
に
ク
リ
ア
す
る
（
一
〇
条
三
項
に
よ
る
五
条

準
用
）。
つ
ま
り
当
該
譲
受
者
に
資
本
力
さ
え
あ
れ
ば
、
譲
受
者
は
、
国
内
の
同
業
他
社
は
い
う
に
及
ば
ず
、
全
く
の
異
業
種
で
も

外
資）

（00
（

で
あ
っ
て
も
、
手
を
挙
げ
る
こ
と
が
可
能）

（00
（

で
（
こ
こ
で
は
譲
受
者
に
と
っ
て
当
該
事
業
が
魅
力
的
か
否
か
は
措
く
）、
結
果
的
に

「
所
有
分
離
」
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

　

右
の
「
負
」
の
部
分
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
某
大
手
が
送
電
部
門
を
外
資
（
オ
ラ
ン
ダ
）
に
売
却
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
外
資
は

0

0

0

、
ド0

イ
ツ
連
邦
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
規
制
庁

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Bundesnetzagentur

）
の
思
惑
通
り
に
は
送
電
線
新
規
設
備
投
資
を
な
か
な
か
し
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と

い
う
問
題
が
生
じ
た
。
こ
れ
を
我
が
国
に
当
て
は
め
れ
ば
、
譲
受
者
が
同
業
他
社
及
び
電
力
以
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
保
有
公
益
事
業

者
（
ガ
ス
会
社
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
等
の
通
信
会
社
、
通
信
自
由
化
初
期
と
同
様
の
Ｊ
Ｒ
等
の
鉄
道
、
高
速
道
路
等
）
な
ら
と
も
か
く
、
完
全
異
業
種

や
外
資
で
あ
れ
ば
、
通
常
は
「
供
給
責
任
を
全
う
す
る
」
と
い
う
「
松
永
Ｄ
Ｎ
Ａ

0

0

0

0

0

」
と
は
無
縁）

（00
（

な
の
で
、
譲
受
者
が
規
制
庁
の
思
惑

通
り
に
動
く
と
い
う
保
障
は
な
い）

（00
（

。
規
制
庁
が
下
手
に
ご
り
押
し
す
る
と
訴
訟
合
戦
に
も
な
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
と
「
杞
憂
」
だ

ろ
う
か
？

ハ　

命
題
6
に
つ
い
て

　

三
・
一
一
以
降
の
電
気
事
業
法
改
正
に
よ
る
市
場
改
革
を
み
て
、（
一
）
で
紹
介
し
た
ジ
ョ
ス
コ
ウ
教
授
の
分
析
、
す
な
わ
ち
米



31

三・一一以後の電力市場改革序説（二・完）

国
に
お
け
る
自
由
化
は
、
上
流
の
発
電
部
門
（
ガ
ス
で
は
ガ
ス
田）

（00
（

）
か
ら
始
ま
り
次
第
に
下
流
の
小
売
に
下
り
て
来
た
が
、
欧
州
の

改
革
は
、
む
し
ろ
理
論
・
理
念
先
行
だ
っ
た
と
い
う
趣
旨
の
分
析
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。

　

わ
が
国
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
一
九
九
五
年
電
気
事
業
法
改
正
（
平
成
七
法
七
五
））

（00
（

で
発
電
の
活
性
化
を
意
図
し
、
そ
の
結

果
、
既
存
電
力
会
社
の
コ
ス
ト
削
減
と
い
う
波
及
効
果
は
認
め
ら
れ
た
が
、
法
改
正
を
も
っ
て
発
電
市
場
の
形
成
と
い
う
に
は
遠

か
っ
た
。
三
・
一
一
以
降
の
電
力
・
ガ
ス
改
革
は
、
ま
さ
に
ジ
ョ
ス
コ
ウ
教
授
の
い
う
欧
州
型
、
す
な
わ
ち
上
流
で
の
競
争
状
態
の

熟
成
や
市
場
改
革
の
機
運
の
高
ま
り
を
待
た
な
い
理
念
先
行
型
改
革
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
の
結
果
、「
は
じ
め
に
電
力
会
社

の
垂
直
統
合
機
能
の
分
解
あ
り
き
」
で
発
車
し
、
終
着
駅
は
（
法
的
分
離
か
所
有
分
離
か
等
の
）
組
織
分
離
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
終
着
駅
に
到
達
す
る
ま
で
の
間
、
有
識
者
会
議
な
ら
び
に
審
議
会
及
び
事
務
局
の
官
僚
な
ら
び
に
関
連
団
体
・
企
業
人
が
、
多

大
の
マ
ン
パ
ワ
ー
、
時
間
、
経
費
を
使
っ
て
、
従
前
の
垂
直
統
合
化
で
は
到
底
存
在
し
得
な
か
っ
た
し
論
点
に
も
な
ら
な
か
っ
た
よ

う
な
さ
ま
ざ
ま
な
電
力
市
場
の
制
度
設
計
、
換
言
す
れ
ば
、
垂
直
統
合
の
解
体
に
伴
う
「
後
始
末
」
な
り
「
つ
じ
つ
ま
あ
わ
せ
」
に

翻
弄
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
が
、
市
井
の
一
研
究
者
と
し
て
の
偽
ら
ざ
る
印
象
で
あ
る
。
私
は
何
も
積
極
的
に
既
存
の
電
力
体
制
を

擁
護
す
る
気
も
な
い
し
、
誰
が
勝
者
か
誰
が
敗
者
か
に
は
関
わ
ら
な
い
が
、
戦
後
電
力
再
編
後
の
垂
直
統
合
を
分
解
す
る
か
ら
こ
そ
、

付
随
し
て
と
い
う
か
必
然
的
に
、
や
っ
か
い
な
制
度
設
計
を
抱
え
込
み
、
気
が
つ
け
ば
「
木
を
見
て
森
を
み
ず
」
の
迷
路
に
迷
い
込

む
リ
ス
ク
を
も
し
ょ
い
こ
ん
だ
、
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

か
つ
て
私
は
、「
二
〇
三
〇
年
代
あ
た
り
ま
で
は
、
高
々
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
燃
料
電
池
等
を
含
め
た
オ
ン
サ
イ
ト
分
散

電
源
と
大
規
模
電
源
と
の
共
存
期
と
し
て
位
置
付
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
（
具
体
的
に
何
を
指
す
か
は
判
断

が
難
し
い
だ
ろ
う
が
）
現
行
の
供
給
シ
ス
テ
ム
を
混
乱
に
陥
れ
、
回
復
困
難
に
な
る
よ
う
な
規
制
改
革
・
自
由
化
だ
け
は
何
と
し
て

も
回
避
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
た）

（00
（

。
右
の
前
半
部
分
の
「
二
〇
三
〇
年
代
あ
た
り
ま
で
…
…
分
散
電
源
と
大
規
模
電
源

と
の
共
存
期
」
と
の
予
測
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
該
当
し
そ
う
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
敢
え
て
旧
稿
の
「
自
然
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体
ケ
ー
ス
」
に
対
峙
し
て
、
軸
足
を
分
散
型
に
移
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
へ
の
転
換
を
は
か
る
べ
き
と
の
主
張
を
展
開
し

た
。
本
稿
の
地
域
分
散
型
重
視
の
考
え
方
は
、
決
し
て
突
飛
な
も
の
で
は
な
く
、
第
五
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
に
お
い
て
も
「
地

域
の
特
性
に
応
じ
て
総
合
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
管
理
を
行
う
地
産
地
消
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
」
に
一
項
目
を
割
い
て
い
る
ほ

ど
で
あ
る）

（00
（

。
た
だ
し
右
計
画
は
余
り
に
総
花
的

0

0

0

で
あ
る
た
め
、
将
来
へ
の
方
向
性
や
立
場
を
鮮
明
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

本
稿
の
主
張
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
述
べ
て
く
る
と
、
第
一
に
、「
本
稿
は
分
散
型
の
問
題
点
を
無
視
し
て
、『
薔
薇
色

0

0

0

』）
（01
（

に
描
き
過
ぎ
て
い
る
」
と
の
批
判
が
想

定
さ
れ
る
。
し
か
し
我
々
は
、
か
つ
て
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
「
一
九
七
〇
年
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
足
で
は

な
く
て
、
あ
り
余
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
配
分
に
あ
る
」
と
い
っ
た
坂
本
二
郎
教
授
の
「
未
来
学

0

0

0

」
が
、
の
ち
に
一
九
七
三
年
の
第
一
次

石
油
危
機
で
失
望
に
か
わ
っ
た
経
験
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
決
し
て
分
散
型
電
源
を
薔
薇
色
と
考
え
て
は
い
な
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
第
四
次
産
業
革
命
の
二
〇
三
〇
年
、
Ａ
Ｉ
技
術
も
駆
使
し
て
、
分
散
型
へ
と
舵
を
切
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
主
張
し

て
い
る
の
は
、
国
の
政
策
に
は
明
る
い
未
来
志
向
の
「
理
念
」
や
、「
世
界
の
先
導
」
を
目
指
す
心
意
気
や
自
負
心

0

0

0

0

0

0

0

を
感
じ
と
れ
な

い
か
ら
で
も
あ
る
。

　

第
二
に
、「
本
稿
は
、
古
証
文
と
矛
盾
す
る
主
張
で
は
な
い
か
」
と
の
批
判
が
想
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
旧
稿
の
「
二
〇
三

〇
年
代
あ
た
り
…
…
」
の
後
半
部
分
で
、「
現
行
の
供
給
シ
ス
テ
ム
を
混
乱
に
陥
れ
、
回
復
困
難
に
な
る
よ
う
な
規
制
改
革
・
自
由

化
だ
け
は
何
と
し
て
も
回
避
す
べ
き
」
と
述
べ
て
い
る）

（0（
（

こ
と
と
矛
盾
を
き
た
さ
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
仮
に
本
稿
が
過
激
な

移
行
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
本
稿
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、「
供
給
シ
ス
テ
ム
を

混
乱
に
陥
れ
、
回
復
困
難
に
な
る
」
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
に
、
Ａ
Ｉ
技
術
の
進
展
、
蓄
電
技
術
の
進
展
等
も
に
ら
み

つ
つ
、
二
〇
三
〇
年
に
向
け
て
の
漸
進
的
な
移
行

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
私
見
の
「
既
存
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
は
、

今
［
二
一
］
世
紀
中
葉
ま
で
は
確
実
に
一
定
の
役
割
を
担
い
続
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」）

（00
（

、「
統
合
型
の
シ
ス
テ
ム
と
、
分
散
型
の
シ
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ス
テ
ム
と
の
共
存
が
よ
り
求
め
ら
れ
、
複
合
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
」）

（00
（

は
、
こ
の
よ
う

な
意
味
で
再
解
釈
願
い
た
い
。

（
三
）　

展
望

　

私
は
学
会
報
告
予
稿
集
の
「
む
す
び
」
部
分
で
、「
市
場
改
革
を
論
じ
る
際
、
三
・
一
一
以
前
と
以
後
と
で
、
何
が
『
連
続
』
で

何
が
『
不
連
続
』
な
の
か
、
何
が
変
わ
っ
て
何
が
変
わ
ら
な
い
か
、
わ
が
国
は
何
か
ら
『
脱
皮
』
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
見

誤
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。

　

本
稿
は
、
命
題
検
証
作
業
に
よ
っ
て
、
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
と
し
て
原
子
力
と
石
炭
に
期
待
す
る
非
現
実
的
な
想
定
か
ら
の
脱
皮

（
命
題
2
）、
発
送
配
電
分
離
、
こ
と
に
送
配
電
部
門
の
電
源
か
ら
の
切
離
し
に
よ
る
副
作
用
に
警
鐘
を
な
ら
し
、
ど
う
し
て
も
分
離

し
た
い
の
な
ら
ば
副
作
用
を
ゼ
ロ
化

0

0

0

0

0

0

0

す
る
手
立
て
を
講
じ
る
必
要
性
（
命
題
3
）、
大
規
模
遠
隔
発
電
に
依
存
し
分
散
型
発
電
が
そ

れ
に
ぶ
ら
下
が
る
と
い
う
現
行
電
力
シ
ス
テ
ム
を
逆
転
さ
せ
て
、
地
域
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
を
主
役
に
す
え
る
シ
ス
テ
ム

改
革
（
命
題
6
）
を
提
示
し
て
き
た
。

　

か
つ
て
「
守
る
べ
き
も
の
は
何
か
？
」
の
自
問
自
答
と
し
て
、「
現
行
一
〇
電
力
体
制
（
＝
垂
直
統
合
プ
ラ
ス
公
益
的
課
題
の
達
成
）

そ
の
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
事
業
主
体
の
統
合
・
分
離
分
割
を
問
わ
ず
、
ま
た
誰
が
勝
者
か
敗
者
か
を
問
わ
ず
、『
根
幹
的
電

力
供
給
シ
ス
テ
ム
』
に
あ
る
」）

（00
（

と
述
べ
た
が
、
右
の
「
根
幹
的
電
力
供
給
シ
ス
テ
ム
」
自
体
が
、
Ａ
Ｉ
等
の
進
展
、
三
・
一
一
以
降

の
国
民
意
識
や
社
会
変
化
等
の
諸
要
因
に
よ
っ
て
、
大
変
革
を
遂
げ
る
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
技
術
の
飛
躍
的
進
歩
、
人
口
構
造
の
急
激
変
化
等
の
大
転
換
期
に
あ
っ
て
、
国
も
事
業
者
も
、
政
治
・
経
済
・
社

会
・
文
化
等
の
諸
要
素
を
勘
案
し
な
が
ら
、
物
事
を
「
あ
れ
か
こ
れ
か
（entw

eder�oder

）」「
一
か
ゼ
ロ
か
」
の
デ
ジ
タ
ル
思
考
で

は
な
く
、「
裕
度
」
を
も
た
せ
る
弾
力
的
な
ア
ナ
ロ
グ
思
考）

（00
（

が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
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最
後
に
政
策
立
案
及
び
規
制
に
つ
い
て
一
言
言
及
し
て
お
き
た
い
。
論
理
的
に
い
え
ば
、
公
益
事
業
規
制
は
そ
も
そ
も
が
「
市
場

の
失
敗
」
が
出
発
点
で
あ
り
、
逆
に
「
市
場
自
由
化
」「
規
制
改
革
」
は
「
政
府
規
制
の
失
敗
」
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

「
規
制
の
失
敗
」「
政
策
の
失
敗
」
へ
の
事
後
の
政
策
評
価
や
検
証
が
不
十
分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
ま
ま
、
今
回
の
呼
び
名
で
は
「
シ
ス
テ
ム
改
革
」
に

一
気
に
進
ん
だ
た
め
、「
シ
ス
テ
ム
改
革
」
の
「
事
前
の
政
策
評
価

0

0

0

0

0

0

0

」
は
棚
上
げ

0

0

0

0

に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
従
前
の
計
画
や
政

策
の
政
策
評
価
が
欠
落
し
た
ま
ま
で
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
移
行
す
る
と
い
う
の
は
、
決
し
て
健
全
な
や
り
方
で
は
な
い
。
こ
れ
で
は
仮

に
「
規
制
の
失
敗
」
が
あ
っ
て
も
（
会
計
検
査
院
も
総
務
省
も
な
か
な
か
そ
こ
ま
で
は
介
入
し
づ
ら
い
か
ら
）、
政
府
内
部
の
監
視
は
乏

し
く
、
そ
の
事
実
や
責
任
の
所
在
を
問
わ
な
れ
な
い
い
と
い
う
「
無
責
任
」
状
態
に
な
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
な
く
は
な
い
。

　

し
か
も
報
復
を
お
そ
れ
る
余
り
誰
も
言
及
せ
ず
、
暗
黙
の
う
ち
に
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、「
年
の
功
」
も
あ
り
「
怖

い
も
の
な
し
」
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
敢
え
て
い
わ
せ
て
も
ら
う
が
、
既
存
事
業
者
で
あ
れ
新
規
参
入
者
で
あ
れ
、
電
力
、
ガ
ス
、

石
油
、
原
子
力
、
熱
供
給
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
市
場
参
加
者
は
「
競
争
」
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
政
策
0

0

・
規0

制
当
局

0

0

0

及
び
そ
れ
ら
が
設
置
す
る
有
識
者
会
議
・
審
議
会
は
、
唯
一
無
二
で
、
そ
の
構
成
員
も
全
員
が
非
公
選
で
多
少
の
異
動
は

あ
っ
て
も
「
競
争
者
な
し
」
の
状
態
、
す
な
わ
ち
独
占
的
状
態

0

0

0

0

0

に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
競
争
・
競
合
す
る
組
織
が
存
在
し
な
い
と
い

う
意
味
で
、
一
種
の
「
身
分
保
障
」
が
働
く
分
だ
け
、
そ
の
権
限
・
任
務
に
守
ら
れ
た
政
治
家
・
官
僚
・
委
員
等
は
、
極
め
て
重
い

職
責
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
右
の
国
の
機
関
に
対
抗
し
て
政
策
提
言
等
が
で
き
る
民
間
団
体
は
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
？　

た
と
え
ば
大
学
、T

hink�

T
ank

を
含
む
研
究
機
関
、
マ
ス
コ
ミ
等
が
想
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
共
通
項
と
し
て
監
督
官
庁
に
に
ら
ま
れ
た
く
な
い
、
大
学

も
技
術
系
は
官
に
忠
実
で
な
い
と
研
究
費
を
手
に
入
れ
に
く
い
、T

hink�T
ank

は
国
の
委
託
研
究
が
箔
付
や
収
入
源
に
な
る
等
、

考
え
た
だ
け
で
も
「
♬
心
、
寒
い
だ
け
さ
」（
来
生
た
か
お
「
セ
ー
ラ
ー
服
と
機
関
銃
」）
で
、
全
く
の
期
待
薄
で
あ
る
。

　

せ
め
て
内
閣
の
政
策
、「
地
方
創
造
」
が
仮
に
分
散
型
社
会
を
も
許
容
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
連
邦
制
の
も
と
で
の
米
国
（
各
州
の
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公
益
事
業
委
員
会
）、
ド
イ
ツ
（
各
州
）
と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
国
の
地
方
の
出

0

0

0

0

0

0

先
の
局

0

0

0

の
在
り
方
と
し
て
、
地
域
ご
と
に
特
色
を
出
す
「
地
方
区
的
規
制
」
を
考
え
る
時
期
に
き
て
い
な
い
だ
ろ
う
か）

（00
（

。
こ
れ
に

よ
っ
て
省
内
に
一
種
の
ヤ
ー
ド
ス
テ
イ
ッ
ク
競
争

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
期
待
で
き
る
し
、
副
産
物
と
し
て
、
肥
大
化
一
途
の
事
前
（ex�annte

）
規
制

の
歯
止
め
の
効
果
を
期
待
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
（00
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
2
）・
八
八
頁
。

（
（00
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
一
五
六
頁
（
初
出
・
二
〇
〇
二
）
に
お
い
て
、
第
一
に
多
様
な
発
電
用
燃
料
調
達
が
容
易
な
こ
と
、
第
二

に
発
電
容
量
に
余
裕
が
あ
り
長
期
の
電
力
需
給
が
安
定
し
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
十
分
な
送
電
容
量
が
あ
り
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
が
存
在
し
な

い
こ
と
、
第
四
に
「
市
場
」
が
う
ま
く
機
能
す
る
こ
と
の
四
点
を
挙
げ
た
。
の
ち
に
藤
原
淳
一
郎
「
イ
ン
フ
ラ
産
業
の
自
由
化
」
電
気
協

会
報
一
〇
〇
九
号
八
、
一
〇
―
一
一
頁
（
二
〇
〇
八
）
で
は
、「
わ
が
国
は
第
一
要
件
を
満
た
さ
な
い
が
、
第
二
及
び
第
三
要
件
充
足
の

有
無
は
、
評
価
が
分
か
れ
よ
う
。
以
上
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
仮
説
で
、
必
要
条
件
か
否
か
、
他
の
要
素
は
な
い
か
等
、
今
後
の
検
証
次

第
」
と
述
べ
た
。
ほ
ぼ
同
旨
・
藤
原
・
前
掲
註
（
2
）・
八
三
頁
。

　

二
〇
〇
八
年
、
英
国
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
ラ
イ
ト
（Philip�W

right

）
教
授
訪
問
時
、
教
授
か
ら
「
無
資
源
の
日
本
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
自
由
化
す
べ
き
で
な
い
」
と
の
持
論
を
聞
か
さ
れ
た
。
三
・
一
一
以
前
も
以
後
も
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
く
わ
が
国
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
資
源
の
対
外
依
存
度
が
異
常
に
高
い
こ
と
、
電
力
・
ガ
ス
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
他
国
と
接
続
さ
れ
な
い
「
鎖
国
的
・
自
己
完
結
的
・

閉
鎖
的
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
（
他
国
は
誰
も
助
け
て
く
れ
な
い
！　

藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
一
五
三
頁
）
に
は
な
ん
ら
変
化

は
な
い
。
こ
の
二
点
は
、
市
場
自
由
化
に
と
っ
て
重
要
な
負
の
要
素
で
あ
る
。
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
・
前
掲
註
（
11
）・
九
二

頁
も
「
我
が
国
固
有
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
（
資
源
有
無
、
国
際
連
系
線
の
有
無
、
面
積
制
約
）」
と
し
て
自
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
（00
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
三
八
八
頁
。

（
（00
）　

一
例
と
し
て
二
〇
一
六
年
一
二
月
三
日
付
日
本
経
済
新
聞
四
面
の
匿
名
解
説
。

（
（00
）　

一
例
と
し
て
「
東
京
電
力
改
革
」
に
つ
い
て
日
本
経
済
新
聞
は
、
橘
川
武
郎
（
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
日
付
同
紙
二
九
面
）
遠
藤
典

子
（
翌
二
日
付
同
紙
三
二
面
）
両
委
員
の
見
解
を
掲
載
す
る
の
み
で
あ
る
。
前
者
は
、「
発
電
設
備
す
べ
て
売
却
」
し
「
賠
償
・
廃
炉
・
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除
染
費
用
に
充
当
」
と
い
う
が
、
金
額
的
に
到
底
必
要
額
に
達
し
な
い
だ
ろ
う
し
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
社
及
び
小
売
会
社
と
し
て
生
き

残
る
」
と
主
張
す
る
が
、
生
き
残
れ
る
か
ど
う
か
は
未
知
数
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
、
事
故
処
理
の
「
東
電
Ｈ
Ｄ
」
と
、
同
社
子
会
社
で

他
電
力
も
出
資
の
「
経
済
的
事
業
会
社
（
電
力
部
門
）」
へ
の
分
離
を
主
張
す
る
が
、
東
電
Ｈ
Ｄ
に
と
り
事
業
子
会
社
の
稼
ぎ
の
一
部
が

他
電
力
に
流
出
す
る
し
、
他
電
力
が
応
じ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
し
、
他
電
力
出
資
に
つ
い
て
競
争
法
上
の
問
題
も
か
ら
む
。
こ
の
よ

う
に
両
氏
論
考
と
も
に
説
得
力
に
欠
け
る
。
こ
の
よ
う
に
「
報
道
の
自
由
」
を
満
喫
す
る
新
聞
社
が
、
特
定
の
委
員
を
選
ん
で
掲
載
す
る

の
は
、
余
り
に
安
易
な
人
選
で
あ
る
。
紙
面
の
権
威
付
け
な
の
か
、
誰
か
へ
の
忖
度
な
の
か
、
そ
の
動
機
は
不
明
で
あ
る
。

（
（01
）　
「
石
炭
火
力
、
Ｌ
Ｎ
Ｇ
化
検
討
―
東
［
京
］
ガ
ス
・
九
［
州
］
電
［
力
］
千
葉
［
袖
ケ
浦
］
の
新
設
計
画
」
二
〇
一
八
年
八
月
一
〇

日
付
日
本
経
済
新
聞
一
面
。

（
（0（
）　

学
会
当
日
の
矢
島
氏
コ
メ
ン
ト
に
「
石
炭
火
力
」
に
つ
い
て
「
内
外
で
、
Ｃ
Ｃ
Ｓ
（
二
酸
化
炭
素
回
収
・
貯
蔵
技
術
）
ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｙ

に
関
す
る
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
石
炭
火
力
を
廃
止
す
べ
き
か
ど
う
か
は
、
技
術
革
新
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
技
術
開
発
を

悠
長
に
待
て
な
い
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。
矢
島
氏
は
、
予
稿
集
（
本
稿
二
（
二
））
に
記
し
た
「
原
子
力
及
び
石
炭
火
力
ゼ
ロ
を
前

提
と
し
た
シ
ナ
リ
オ
の
作
成
が
急
務
？
」
と
の
問
題
提
起
に
対
し
て
「
自
由
化
、
環
境
政
策
、
技
術
開
発
の
不
確
実
性
が
高
ま
っ
て
い
る

現
在
、
む
し
ろ
複
数
の
シ
ナ
リ
オ
を
用
意
し
、
定
期
的
に
見
直
し
、
し
ぼ
り
こ
む
作
業
が
必
要
」「
唯
一
の
シ
ナ
リ
オ
は
む
し
ろ
リ
ス
ク

が
高
い
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
、
ま
さ
に
正
論
で
あ
る
。
第
五
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
が
、
唯
一
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
「
原
子
力
、
石
炭

は
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
」
と
い
う
固
定
観
念
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
本
稿
は
ア
ン
テ
ィ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
唯
一
の
シ
ナ
リ
オ

と
し
て
で
は
な
く
「
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
」
と
し
て
、「
原
発
・
石
炭
ゼ
ロ
・
シ
ナ
リ
オ
」
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
矢
島

氏
の
批
判
は
、
私
見
に
で
は
な
く
、
国
の
計
画
に
こ
そ
向
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
（00
）　

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
外
資
規
制
に
つ
き
、
本
稿
二
（
三
）
に
掲
げ
た
Ｔ
Ｃ
Ｉ
事
件
（
藤
原
・
前
掲
註
（
14
））
参
照
。

（
（00
）　

も
っ
と
も
、
か
つ
て
の
米
国
エ
ン
ロ
ン
社
の
よ
う
に
、
内
外
と
も
に
固
定
資
産
（
ア
セ
ッ
ト
）
を
極
力
保
有
し
な
い
投
資
フ
ァ
ン
ド

的
企
業
ば
か
り
で
あ
れ
ば
、
誰
も
買
収
に
手
を
挙
げ
な
い
だ
ろ
う
。

（
（00
）　

か
つ
て
欧
州
で
の
会
議
の
休
憩
時
間
に
、
ド
イ
ツ
の
電
力
会
社
の
人
が
「
ド
イ
ツ
の
電
気
料
金
が
高
い
と
批
判
さ
れ
る
が
、
た
と
え

ば
送
電
線
の
管
理
に
し
て
も
、
米
国
で
は
カ
ラ
ス
に
よ
る
送
電
線
事
故
が
あ
っ
て
か
ら
あ
わ
て
て
見
回
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
常
日
頃
か
ら

ヘ
リ
も
使
っ
て
見
回
る
。
こ
う
し
た
差
が
あ
る
の
だ
」
と
い
う
の
を
耳
に
し
た
。
わ
が
国
も
ド
イ
ツ
同
様
で
あ
る
。
な
お
最
近
で
は
、
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「
送
電
線
、
ド
ロ
ー
ン
で
点
検
」
二
〇
一
八
年
八
月
一
〇
日
付
日
本
経
済
新
聞
一
面
に
あ
る
よ
う
に
、
ド
ロ
ー
ン
の
活
用
も
あ
る
。

（
（00
）　

事
案
は
異
な
る
が
、
戦
前
の
石
油
業
法
（
昭
和
九
法
二
六
）
五
条
は
石
油
業
者
に
（
勅
令
［
昭
和
九
勅
一
六
九
］
六
条
で
一
八
〇
日

分
と
指
定
の
）
石
油
保
有
義
務
（
＝
備
蓄
義
務
）
を
課
し
た
が
、
外
資
系
は
こ
れ
を
遵
守
し
な
か
っ
た
。
井
口
東
輔
『
現
代
日
本
産
業
発

達
史
Ⅱ
・
石
油
』
二
五
六
頁
（
現
代
日
本
産
業
発
達
史
研
究
会
、
一
九
六
三
）、
橘
川
武
郎
『
戦
前
日
本
の
石
油
攻
防
戦
―
一
九
三
四
年

石
油
業
法
と
外
国
石
油
会
社
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
）
参
照
。

（
（00
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
（10
）（
正
田
還
暦
記
念
）・
二
三
九
、
二
六
一
頁
以
下
参
照
。

（
（00
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
一
三
四
頁
以
下
（
初
出
・
一
九
九
六
）。

（
（00
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
一
五
七
頁
（
初
出
・
二
〇
〇
二
）。

（
（00
）　

総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
・
前
掲
註
（
11
）・
七
六
頁
。

（
（01
）　

本
章
執
筆
中
の
明
る
い
報
道
と
し
て
、「
猛
暑
な
の
に
節
電
要
請
い
ら
ず
、
な
ぜ
―
太
陽
光
発
電
真
夏
の
支
え
」
二
〇
一
八
年
八
月

一
一
日
付
日
本
経
済
新
聞
二
面
（
も
っ
と
も
出
力
ピ
ー
ク
と
夕
刻
の
需
要
ピ
ー
ク
と
の
間
に
「
時
差
」
が
あ
る
）、「
家
庭
の
太
陽
光
買
い

手
続
々
―
固
定
［
価
格
］
購
入
期
限
迫
る
」
同
日
付
同
紙
一
〇
面
等
。

（
（0（
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
一
五
七
頁
。

（
（00
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
二
〇
六
頁
（
初
出
・
二
〇
〇
二
）。

（
（00
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
5
）（
ジ
ュ
リ
ス
ト
）
二
二
一
頁
（
二
〇
一
一
）。

（
（00
）　

藤
原
・
前
掲
註
（
3
）・
一
六
四
頁
（
初
出
・
二
〇
〇
二
）。

（
（00
）　

学
会
当
日
、
矢
島
氏
か
ら
の
質
問
に
「
3
『
デ
ジ
タ
ル
思
考
』
で
は
な
く
『
裕
度
を
も
た
せ
る
ア
ナ
ロ
グ
的
な
思
考
』
を
具
体
的
に

教
示
願
い
た
い
」
と
あ
る
。

　

今
の
社
会
は
あ
る
意
味
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
幅
を
き
か
せ
る
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記
載
が
あ
れ
ば
書
か
れ
た
通
り
機
械
的
に
行
動
す
る
の

は
、
ま
さ
に
「
一
か
ゼ
ロ
か
」
の
「
デ
ジ
タ
ル
思
考
」
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
想
定
し
て
い
な
い
事
態
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
上
白

紙
）
に
は
う
ま
く
対
応
で
き
な
い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
で
も
、
た
と
え
ば
「
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
の
主
役
は
誰
か
」
に
つ
い
て
、
選

択
肢
な
く
一
義
的
に
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
「
デ
ジ
タ
ル
思
考
」
な
の
で
あ
る
。

　

逆
に
、
い
く
つ
か
複
数
の
選
択
肢
を
示
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も
私
が
期
待
す
る
「
ア
ナ
ロ
グ
的
な
思
考
」
に
は
な
ら
な
い
。
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そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
た
と
え
ば
三
・
一
一
で
経
験
し
た
よ
う
に
、
想
定
外
の
事
象
や
危
機
的
状
況
が
起
こ
っ
て
も
、
な
お
的
確
に

対
応
す
る
思
考
の
柔
軟
さ
を
指
し
て
「
裕
度
を
も
た
せ
る
ア
ナ
ロ
グ
的
な
思
考
」
と
呼
び
た
い
の
で
あ
る
。

（
（00
）　

藤
原
淳
一
郎
「
規
制
改
革
雑
感
」
二
一
世
紀
フ
ォ
ー
ラ
ム
九
二
号
五
頁
（
政
策
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
四
）。

［
付
記
］

　

一
九
七
七
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
旗
揚
げ
以
降
、
正
田
彬
先
生
（
当
時
塾
・
産
業
研
究
所
教
授
）
主
宰
の
「
東
京
経
済
法
研
究
会
」
に
加

わ
っ
た
。
同
研
究
会
で
塾
員
の
日
本
大
学
野
木
村
忠
邦
教
授
と
知
り
合
っ
た
。
野
木
村
教
授
逝
去
の
報
を
、
た
ま
た
ま
ゼ
ミ
卒
業
生
が
ウ
ェ

ブ
上
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
投
稿
に
よ
っ
て
知
り
、
驚
い
て
い
る
。
野
木
村
教
授
に
は
、
私
が
座
長
を
つ
と
め
た
慶
應
義
塾
大
学
ア
ジ
ア
イ
ン

フ
ラ
研
究
会
、
政
策
科
学
研
究
所
公
益
事
業
研
究
会
（
当
時
）
等
に
委
員
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
教
授
の
い
わ
ゆ
る
シ
カ
ゴ
学
派
的

発
想
に
大
い
に
刺
激
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
政
策
科
学
研
究
所
の
研
究
会
終
了
後
は
、
新
橋
第
一
ホ
テ
ル
、
研
究
所
移
転
後
は
八
重
洲
地

下
で
、
紅
茶
に
サ
ラ
ダ
で
二
人
で
意
見
交
換
・
雑
談
す
る
の
が
通
例
に
な
っ
て
い
た
。

　

野
木
村
教
授
は
、
三
・
一
一
以
降
も
、
私
に
日
本
大
学
大
学
院
特
別
講
義
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
り
（
本
稿
註
（
5
）
参
照
）、
二
〇
一

四
年
秋
、
塾
大
学
同
級
の
ド
イ
ツ
民
法
杉
下
俊
郎
教
授
と
三
名
で
食
事
し
た
の
が
、
野
木
村
教
授
と
の
最
後
の
食
事
に
な
っ
た
。
教
授
は
、

弟
子
で
も
な
い
の
に
私
の
古
稀
記
念
論
文
集
の
発
行
を
気
遣
い
出
版
社
と
の
交
渉
も
試
み
、「
先
生
の
特
別
講
義
の
講
義
録
を
日
本
法
学
に

掲
載
し
ま
す
」
と
有
難
い
申
出
も
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
果
た
せ
ぬ
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

本
稿
を
謹
ん
で
わ
が
友
・
野
木
村
忠
邦
教
授
の
霊
前
に
捧
げ
る
こ
と
を
お
許
し
戴
き
た
い
。

�

（
二
〇
一
八
年
六
月
八
日　

学
会
報
告
草
稿
脱
稿
・
八
月
一
二
日　

本
稿
脱
稿
）


